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平成29年10月３日（火曜日）

午後０時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第11号 平成28年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

○議案第12号 平成28年度宮崎県電気事業会計

利益の処分及び決算の認定につ

いて

○議案第13号 平成28年度宮崎県工業用水道事

業会計利益の処分及び決算の認

定について

○議案第14号 平成28年度宮崎県地域振興事業

会計利益の処分及び決算の認定

について

○報告事項

・平成28年度宮崎県公営企業会計(電気事業)継

続費精算報告書

出席委員（６人）

主 査 新 見 昌 安

副 主 査 野 﨑 幸 士

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 横 田 照 夫

委 員 太 田 清 海

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

警 務 部 長 新 島 健太郎

警務部参事官兼
中 川 正 純

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 戸 髙 誠 一

刑 事 部 長 鬼 塚 博 美

交 通 部 長 廣 澤 康 介

警 備 部 長 谷 口 浩

警務部参事官兼
河 野 俊 一

会 計 課 長

警務部参事官兼
都 原 誠 一

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
橋 本 利 幸

生活安全企画課長

総 務 課 長 重 山 勝 則

少 年 課 長 久留米 英 樹

生 活 環 境 課 長 宮 川 博 文

交 通 規 制 課 長 壹 岐 幸 啓

運 転 免 許 課 長 中 嶋 信 行

企業局

企 業 局 長 図 師 雄 一

副 局 長
平 原 利 明

（ 総 括 ）

副 局 長
大 谷 睦 彦

（ 技 術 ）

技 監 新 穗 伸 一

総 務 課 長 松 田 広 一

経 営 企 画 監 新 穂 浩 一

工 務 課 長 喜 田 勝 彦

開 発 企 画 監 上 石 浩

電 気 課 長 森 本 誠 二

施 設 管 理 課 長 平 松 信 一

総 合 制 御 課 長 新 見 剛 介

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議事課主任主事 井 口 幸 子

ただいまから決算特別委員会文教○新見主査

平成29年10月３日(火)
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警察企業分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。分

科会の日程については、お手元に配付の日程案

のとおりでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○新見主査

ます。

次に、先ほど開催されました主査会における

協議内容について御報告をいたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元に配付の説明要領により行います

が、決算事項別の説明は、目の執行残が100万円

以上のもの及び執行率が90％未満のものについ

て、また、主要施策の成果は、主なものについ

て説明があると思いますので、審査に当たりま

してはよろしくお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合についてでありますけれども、主査会にお

いて、他の分科会との時間調整を行った上で質

疑の場を設けるとする旨、確認がなされました

ので、よろしくお願いいたします。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午後０時59分休憩

午後１時１分再開

分科会を再開いたします。○新見主査

それでは、平成28年度決算について、執行部

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

先日の常任委員会における○郷治警察本部長

警察本部関係の報告案件につきましては、貴重

な御意見等をいただき、ありがとうございまし

た。引き続き、適正な警察行政の推進に努めて

まいりたいと考えております。

本日は、平成28年度の警察本部に係る決算の

概要及び平成28年度に推進してまいりました主

要施策について御説明をさせていただきます。

平成28年度一般会計の決算につきましては、

予算額263億9,474万2,154円、支出済額261

億8,850万7,877円でありまして、常に適正な予

算執行に努めてまいったところでございます。

また、平成28年度は、宮崎県総合計画「未来

みやざき創造プラン」に掲げられた将来像であ

る「安全な暮らしが確保される社会」の実現を

目指し、安全で安心なまちづくりと交通安全対

策の推進を施策の柱として各種事業に取り組ん

だところでございますので、これらについて御

審議のほどをよろしくお願いいたします。

決算の概要と主要施策の成果につきましては

警務部長から具体的に御説明をさせていただき

ます。

県警につきましては、今後も予算を有効かつ

適正に執行するとともに、時代に対応した施策

に取り組み、安全で安心な宮崎を目指して努力

していく所存でございますので、よろしくお願

いいたします。

私からの説明は以上でございます。

それでは、私のほうから、警○新島警務部長

察本部の平成28年度決算の概要について御説明

いたします。

お手元の平成28年度決算特別委員会資料をご

らんください。

まず、２ページ目をお開きください。平成28

年度決算事項別明細総括表により、平成28年度

の決算の概要について御説明いたします。

警察本部の一般会計につきましては、予算

額263億9,474万2,154円、支出済額261億8,850

万7,877円 不用額２億623万4,277円 執行率99.2、 、
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％でありました。

これより、目の不用額が100万円以上のもの及

び執行率が90％未満のものにつきまして御説明

させていただきますが 平成28年度は執行率が90、

％未満のものはございませんでした。

続きまして、３ページをお開きください。決

算の明細につきまして御説明いたします。

、（ ） （ ） （ ）まず 款 １警察費 項 １警察管理費 目

１公安委員会費につきましては、予算額1,308

万4,000円、支出済額1,252万6,717円、不用額55

万7,283円、執行率95.7％でありました。

公安委員会費は、公安委員や警察署協議会委

員の報酬及び公安委員会の運営に要する経費等

でありますが、その不用額の主なものは公安委

員や警察署協議会委員の旅費等の執行残であり

ます。

次に （目）２警察本部費につきましては、予、

算額213億4,360万5,154円、支出済額212億4,309

万3,814円 不用額１億51万1,340円 執行率99.5、 、

％でありました。

警察本部費は、職員の人件費及び警察職員の

設置に要する経費でありますが、その不用額の

主なものは、職員手当等における退職手当等の

執行残、共済費における警察共済組合に対する

負担金等の執行残、旅費における赴任旅費等の

執行残、需用費における庁用光熱水費及び警察

事務関係消耗品費等の執行残であります。この

うち、不用額の大きい退職手当等の執行残につ

きましては、退職者は定年退職のほか、希望退

職や自己都合による退職もあることから、多目

に予算を編成しておりました。しかし、最終的

に １月以降 自己都合による退職者が少なかっ、 、

たことから、不用額が生じたものであります。

警察共済組合に対する負担金等の執行残につ

きましては、平成28年12月に実施された給与改

定による給料等の増額などにより、標準報酬月

額が上がる臨時改定者を多く見込んでいました

が、該当者が少なかったことから不用額が生じ

たものであります。

庁用光熱水費及び警察事務関係消耗品費等の

執行残につきましては、警察庁舎の電気料等光

熱水費の執行残及び事務用品購入に係る入札残

や複写機コピー代の執行残により不用額が生じ

たものであります。

次に、４ページに移りまして （目）３装備費、

につきましては、予算額４億3,775万円、支出済

額４億1,684万493円、不用額2,090万9,507円、

執行率95.2％でありました。

装備費は、警察の機動力や警察装備の整備に

要する経費でありますが、その不用額の主なも

のは、需用費における警察車両維持費等の執行

残、役務費における警察車両維持手数料等の執

行残であります。このうち、不用額の大きい警

察車両維持費等の執行残につきましては、各種

整備資機材に要する消耗品等の入札残や燃料の

使用料が見込みより少なかったことにより、不

用額が生じたものであります。

次の（目）４警察施設費につきましては、予

算額９億1,644万7,000円、支出済額９億1,031

万710円、不用額613万6,290円、執行率99.3％で

ありました。

警察施設費は、警察施設の計画的整備と適正

な管理に要する経費でありますが、その不用額

の主なものは、委託料における宿舎維持管理委

託費等の執行残、工事請負費における庁舎維持

管理工事費等の執行残であります。

宿舎維持管理委託費等の執行残につきまして

は、警察職員宿舎改修に伴う設計委託料等の入

札残により、不用額が生じたものであります。

庁舎維持管理工事費等の執行残につきまして
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は、警察施設の改修工事費等の入札残により、

不用額が生じたものであります。

次に、５ページに移りまして （目）５運転免、

許費につきましては、予算額８億5,020万9,000

円、支出済額８億4,586万3,119円、不用額434

万5,881円、執行率99.5％であります。

運転免許費は、自動車運転免許試験及び各種

講習、その他運転免許事務処理に要する経費で

ありますが、その不用額の主なものは、需用費

における運転免許事務関係消耗品費等の執行残

であります。

運転免許事務関係消耗品費等の執行残につき

ましては、免許証の作成に必要な台紙やインク

等の消耗品費、免許試験業務等における備品修

繕費の執行残により、不用額が生じたものであ

ります。

最後に、次の６ページに移りまして （項）２、

（ ） 、警察活動費 目 １警察活動費につきましては

予算額28億3,364万7,000円、支出済額27億5,987

万3,024円、不用額7,377万3,976円、執行率97.4

％であります。

警察活動費は、警察活動全般に要する経費や

信号機及び道路標識等の交通安全施設の維持・

整備に要する経費でありますが、その不用額の

主なものは、報償費における協力援助者の災害

給付金等の執行残、旅費における警察活動旅費

等の執行残、需用費における交通安全施設維持

電気料等の執行残、役務費における反則制度通

告書郵送料等の執行残、委託料における交通安

全指導員委託料等の執行残、使用料及び賃借料

。における高速道路使用料等の執行残であります

このうち、不用額の大きい警察活動旅費等の執

行残につきましては、犯罪捜査等に伴う警察活

動旅費の執行が見込みより少なかったことによ

り、不用額が生じたものであります。

交通安全施設維持電気料等の執行残につきま

しては、交通信号機等の維持に係る電気料金を

見直したことにより、不用額が生じたものであ

ります。

交通安全指導員委託料等の執行残につきまし

ては、交通安全指導員委託事業に係る人件費に

おいて、指導員の育児休暇取得者が増加し、欠

員が生じたことにより、不用額が生じたもので

あります。

以上で、平成28年度決算事項別明細の説明を

終わります。

続きまして、平成28年度主要施策の成果につ

きまして御説明いたします。

ただいま説明に使いました平成28年度決算特

別委員会資料の１ページにあります宮崎県総合

計画「未来みやざき創造プラン （公安委員会関」

係）をごらんください。

これは、未来みやざき創造プランにあります

分野別施策のうち、警察本部に関連するものを

体系表にしたものであります。

警察本部におきましては、くらしづくりの分

野において、将来像として、１安全な暮らしが

確保される社会に位置づけられた（１）安全で

安心なまちづくり、と（２）交通安全対策の推

進を施策の柱として、それぞれ基本的方向性に

基づき、施策推進のための各種事業に取り組ん

だところであります。

なお、このページにつきましては、この後の

説明であわせて使用させていただきますので、

開いたままにしていただくようお願いいたしま

す。

それでは、お手元にあります別冊の平成28年

度主要施策の成果に関する報告書をごらんくだ

さい。

393ページをお開きください。まず、１安全な
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暮らしが確保される社会の（１）安全で安心な

まちづくりにつきまして御説明いたします。

当該施策の目標は、県民一人一人が防犯意識

を高めるとともに、行政・事業者・地域住民等

が業種や世代を越えて、犯罪の防止や安全の確

保に必要な取り組みを行うことによって、高い

規範意識ときずなが根づき、犯罪の起きにくい

安全で安心なまちづくりが推進される社会を目

指すものであります。

再度、平成28年度決算特別委員会資料の１ペ

ージをごらんください。

安全で安心なまちづくりの基本的方向性とい

たしまして、犯罪の起きにくい安全で安心なま

ちづくりの推進、少年の非行を生まない社会づ

くりの推進、被害者支援活動の推進の３つを掲

げております。

このうち、犯罪の起きにくい安全で安心なま

ちづくりの推進につきましては、主な事業とし

て、再度、主要施策の成果に関する報告書に戻

りまして393ページの表にありますように、地域

の安全を守る街頭活動強化事業、サイバー犯罪

対処能力強化事業、事業所暴力団等排除責任者

講習事業、特殊詐欺被害防止コールセンター事

業を推進いたしました。

このうち、地域の安全を守る街頭活動強化事

業につきましては、県下12警察署44交番に交番

の相談員47人を配置して、一部の業務を交番勤

務員にかわって行わせております。また、警察

本部及び県下10警察署に警察安全相談員18人を

配置して、警察官にかわって警察に寄せられる

多種多様な相談を受理しております。これによ

り、警察官は警ら活動や捜査活動などの街頭活

動を強化し、地域の安全を確保しました。

サイバー犯罪対処能力強化事業につきまして

は、増加するサイバー犯罪の被害防止を図る目

的で、児童や保護者、教育関係者等を対象とし

たサイバーセキュリティカレッジを177回開催す

るとともに、サイバー犯罪に迅速、的確に対応

するため、インターネット捜査情報収集用端末

装置の整備などを行いました。

事業所暴力団等排除責任者講習事業につきま

、 、しては 各事業所で選任された責任者に対して

暴力団等反社会的勢力による不当要求等の被害

防止を図るため、その対応要領の教示を目的と

して、事業所暴力団等排除責任者講習を30回開

催しました。

特殊詐欺被害防止コールセンター事業につき

ましては、特殊詐欺の被害防止を図るため、被

害を受けるおそれのある県民に対して、業務を

委託した民間事業者のオペレーターが、特殊詐

欺の手口やその対策について、注意喚起の電話

を行いました。

次に、少年の非行を生まない社会づくりの推

進につきましては、主要施策の成果に関する報

告書の394ページをごらんください。

主な事業として、表にありますとおり、少年

サポートセンター運営事業、少年に手を差し伸

べる立ち直り支援事業、未来を担う少年育成の

。ためのスクールサポーター事業を推進しました

少年サポートセンター運営事業につきまして

は、警察本部及び宮崎北警察署を初めとする県

内６警察署に設置しております少年サポートセ

ンターを中心としまして、小・中・高校等を対

象とした非行防止・薬物乱用防止教室を延べ493

回開催いたしました。あわせて、犯罪被害等を

受けた少年２人を支援の対象として指定し、家

庭訪問など継続的な支援を行ったほか、少年相

談433件を受理するなど、少年の非行防止と保護

活動を推進しました。

少年に手を差し伸べる立ち直り支援事業につ
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きましては、過去に非行があり、かつ再非行の

おそれがある少年に対して、農業体験やスポー

ツ活動等を通じて社会に溶け込もうとする意欲

を醸成するもので、18回開催し、延べ100人の少

年が参加しました。

未来を担う少年育成のためのスクールサポー

ター事業につきましては、県警察の非常勤職員

で青少年の健全育成の役割を担うスクールサポ

ーター９人を警察本部少年課及び県内警察署８

警察署に配置して、小・中・高校等からの相談

受理や助言、パトロール活動等を行い、学校内

外における少年の非行防止と子供を犯罪から守

る活動を推進しました。

次に、基本方向性の被害者支援活動の推進に

つきましては、主要施策の成果に関する報告書

の主な事業として、394ページの表の下から２番

目以降にありますとおり、犯罪被害者援助団体

への業務委託事業、犯罪被害者支援推進事業を

推進いたしました。

犯罪被害者援助団体への業務委託事業につき

ましては、公益社団法人みやざき被害者支援セ

ンターに対しまして、広報啓発活動やカウンセ

リング事業等を委託し、電話・面接相談受理や

付き添い等の直接支援を544回、専門家によるカ

ウンセリングを44回実施しました。

次に、犯罪被害者支援推進事業につきまして

、 、は 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため

診断書料や初診料等の医療費等96件を公費に

よって負担するとともに、被害者の病院付き添

い、事件後の相談受理等の被害者支援を307件実

施するなど、積極的な被害者支援に努めてまい

りました。

続きまして、395ページをごらんください。

施策の進捗状況でありますが、上の表にあり

ますとおり、刑法犯認知件数につきましては、

平成28年は5,346件で、前年より1,286件減少し

ております。

また、非行防止教室の開催回数につきまして

は、平成28年は493回で、前年より65回多くなっ

ております。

さらに、特殊詐欺認知件数につきましては、

平成28年は27件で、前年より18件減少しており

ます。

次に、施策の成果等についてでありますが、

主な事業について要約しますと、①の犯罪抑止

対策につきましては、県下全域の犯罪抑止計画

として、住宅対象侵入窃盗対策、子供・女性の

安全・安心確保対策、特殊詐欺対策及び自転車

盗対策を選定し、さらに、各警察署においても

独自の犯罪抑止計画を策定して、犯罪の抑止対

策を推進しました。

また、被害の未然防止のための情報発信や防

犯意識の啓発、地域住民等による自主防犯活動

等の活性化を積極的に推進しました。

なお、先ほど申し上げましたとおり、平成28

年の刑法犯の認知件数は5,346件で、前年と比較

して1,286件減少したほか、刑法犯認知件数の約

７割を占める窃盗犯のうち、自転車盗や車上ね

らいについては、前年と比べて３割以上減少し

ております。

中ほどの表は、刑法犯認知件数等について、

宮崎県と同規模県との比較をしたものでありま

す。

次に、②のサイバー犯罪対策につきまして、

児童や保護者、教育関係者等を対象としたサイ

バーセキュリティカレッジを開催するなど、広

報・啓発活動を推進し、サイバー空間の脅威に

。立ち向かう社会全体の機運の醸成を図りました

また、インターネット捜査情報収集用端末等

の資器材を整備して、サイバー犯罪に迅速、的
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確に対応する捜査環境を整備するとともに、捜

査員に対する研修会の開催など、捜査員のサイ

バー犯罪捜査等対処能力の向上に努めました。

次に、396ページに移りまして、④の特殊詐欺

被害防止対策につきましては、平成27年度に運

用を開始した特殊詐欺被害防止コールセンター

を平成28年度も引き続き実施し、直接、県民に

対して電話による注意の呼びかけや情報提供を

行いました。このほか、新聞記事等を活用した

広報・啓発や県、市町村の防犯メールを利用し

てリアルタイムな情報発信を行うなど、特殊詐

欺の現状や手口、対処要領等について周知や注

意喚起を行いました。

また、金融機関や宅配物取り扱い事業者等と

連携した被害防止対策を推進した結果、平成28

年中に合計で55件、約3,700万円の特殊詐欺被害

を未然に防止することができました。

なお、平成28年中の特殊詐欺被害は、前年と

比較して18件減少をしましたが、被害総額は

約350万円増加しております。

中ほどの表は、特殊詐欺の認知件数等につい

て、宮崎県と同規模県との比較をしたものであ

ります。

続きまして、⑤の少年の非行防止等保護総合

対策につきましては、少年警察ボランティアと

連携した少年補導活動、教職員と連携した非行

防止教室の開催など、関係機関・団体と連携し

た少年非行対策を推進しました。

さらに、学校や教育事務所等と連携して、ス

クールサポーターが問題の認められる少年に関

する相談・指導を行いました。

また、インターネットの違法・有害情報対策

として、情報モラル教育に重点を置いた非行防

止教室の開催やフィルタリング普及の取り組み

を推進しました。

、 、なお 平成28年中の犯罪少年の総数は295人で

前年と比較して146人減少しており、ここ５年間

は減少傾向にあります。

続きまして、397ページから次の398ページに

かけては、平成24年以降の刑法犯認知件数等の

関係資料でありますが、説明につきましては割

愛させていただきます。

399ページをごらんください。

施策の柱である（２）交通安全対策の推進で

あります。

当該施策の目標は、県民一人一人の交通安全

意識の高揚が図られるとともに、安全で円滑・

快適な交通環境が整備されること等により、交

通事故のない安全で安心な社会を目指すもので

ありまして、平成28年度決算特別委員会資料の

１ページに記載されております基本的方向性と

して、交通安全意識の高揚、安全な交通環境の

整備の２つを掲げております。

このうち、交通安全意識の高揚につきまして

は、主な事業として、主要施策の成果に関する

報告書の399ページの表にありますとおり、交通

安全指導員委託事業、高齢者のための交通安全

対策事業、レーダースピードメーター更新整備

事業、放置駐車違反処理・管理システム等整備

事業を推進しました。

交通安全指導員委託事業につきましては、一

般財団法人宮崎県交通安全協会への委託事業で

ありまして、県下53人の交通安全指導員による

高齢者宅を訪問しての交通安全教育、通学路や

交通量の多い道路における子供や高齢者への通

行誘導活動などを行ったところであります。

高齢者のための交通安全対策事業につきまし

ては、高齢者の交通事故を防止するため、民間

委託による交通安全教育隊がドライビングシ

ミュレーター等を搭載した交通安全教育車を活
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用して、県内各地で出前型の交通安全講習会を

行うとともに、県内10地区の自動車学校におい

て、高齢運転者を対象とした運転技能審査会を

開催するものでありまして、高齢者を対象とし

。た参加・体験・実践型の安全教育を行いました

レーダースピードメーター更新整備事業につ

きましては、速度違反取り締まりに使用するレ

ーダースピードメーターの整備であります。

また、放置駐車違反処理・管理システム等整

備事業につきましては、放置駐車違反に関する

情報を処理・管理するシステムの整備等を行う

ものでありまして、ともに効果的な交通違反取

り締まりを行うことを目的とし、ドライバーの

交通法規の遵守を図ることで、交通事故の抑止

に資するものであります。

次に、基本的方向性の安全な交通環境の整備

につきましては、同じく主要施策の成果に関す

る報告書の主な事業として、399ページの表の一

番下にありますとおり、交通安全施設整備事業

を推進しました。

交通安全施設の整備につきましては、平成28

年度は16基の信号機を新設したほか、交通管制

システムの更新や信号機のＬＥＤ化及び信号柱

の鋼管化等により、歩行者、車両運転者の安全

性・快適性の確保を図ったところであります。

次に、400ページをごらんください。

施策の進捗状況でありますが、表にあります

ように 交通事故死者数につきましては 平成28、 、

年は45人で、前年より７人減少しております。

交通事故死傷者数につきましては、平成28年は

、 。１万325人で 前年より685人減少しております

、 、また 施策の成果について要約いたしますと

まず、①の交通安全指導員につきましては、子

供と高齢者の交通安全対策として、登下校時の

保護誘導活動のほか、高齢者宅訪問指導や歩行

環境シミュレーターを活用した交通安全教育を

行うなど、交通安全意識の啓発活動に取り組ん

だところであります。

これらの取り組みにより、子供の事故につい

ては減少傾向にあり、一定の成果は見られると

ころでありますが、高齢歩行者の死亡事故は依

然として高い割合で推移していることから、今

後も交通安全指導員による交通安全活動を継続

して実施していく必要があります。

次に、②の高齢者のための交通安全対策につ

きましては、県内各地において、交通安全教育

隊によるドライビングシミュレーター等を搭載

した交通安全教育車を活用した出前型の交通安

全講習会を県内各地で開催するなど、参加・体

、験・実践型の安全教育を強力に推進したところ

平成28年中の高齢死者事故は30人と、前年に比

べて５人減少するなど、一定の成果を上げてお

ります。

しかしながら、全死者数に占める高齢死者の

割合は66.7％と全国平均を10ポイント以上も上

回るなど、高齢者の交通事故防止対策は本県の

重要課題となっておりますことから、今後とも

。本施策を継続して実施していく必要があります

最後に、④の交通安全施設の整備につきまし

ては、交通事故多発地点や新設道路に信号機を

設置し、また、視認性がよく消費電力の少ない

ＬＥＤ灯器の設置を推進し、交通事故の抑止と

交通の円滑化を図りました。また、コンクリー

ト製信号柱を鋼管柱化するなど、災害対策も視

野に入れた交通安全施設の更新整備を行いまし

た。

続きまして、400ページの下から次の401ペー

ジにかけての表は、平成24年以降の交通安全教

室の実施回数等の関係資料でありますが、資料

。の説明につきましては割愛させていただきます
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以上で、平成28年度主要施策の成果に関する

報告についての説明を終わります。

最後になりますが、監査における指摘事項に

つきましては、最初にごらんいただきました平

成28年度決算特別委員会資料の７ページに記載

しております。指摘事項に対する改善につきま

しては、関係法令を順守させ、適正な会計業務

に努めてまいります。

また、注意事項につきましては、８ページに

記載しておりますとおり、こちらは特にござい

ませんでした。

以上でございます。

執行部の説明が終了しました。委○新見主査

員の皆様から質疑があったら出していただけま

すでしょうか。

まず、分科会資料の６ページにつ○図師委員

いてお伺いしたいと思うんですが、警察活動費

の旅費の執行残が2,000万円以上ということで、

御説明では、見積もりを下回ったということな

んですが、額が大きいなと思います。そもそも

どういう見積もりをされて、今年度はどういう

旅費が主に削減の対象となったのか教えてくだ

さい。

警察活動費の旅費と申します○河野会計課長

のは、警察職員が活動することによって生じる

費用でございますけれども 例えば災害が起こっ、

た場合の災害出動、あるいは、事件・事故が起

こった際に充てるものでございます。

動きに伴って生じる経費ということですが、

警察におきましては、２月の補正後も、いつい

かなる時でも事故、事件、災害等に対応できる

ように、あらかじめ余裕を持って予算を編成さ

せていただいております。幸いにして、そうい

う事件、事故等が発生しなければ、それだけ職

員の動きも少なくなるため、執行残が生じると

いうことでございます。

どういう事案を想定して、どういう積み立て

をするかは非常に難しいところではございます

けれども、何が起きても、とりあえずは対応で

きるという考え方で予算を編成しておりますの

で、御理解をお願いしたいと思います。

後で質問もするんですが、刑法犯○図師委員

なりがかなり減っている関係等もあって、ここ

ら辺の数字も減額になっているのかなという気

もしております。

次に需要費です。同じ警察活動費の需要費の

説明では 電気料が 見直しを行って減額になっ、 、

たということなんですが、警務部長の説明の後

半にもありましたが、ＬＥＤ化やその他、省エ

ネルギー化の効果がここにあらわれていると見

てよろしいんでしょうか。

ＬＥＤ化によりまして、かな○河野会計課長

り省エネになっておりますので 委員のおっしゃ、

るとおりでございます。

すばらしいですね。単年度でこれ○図師委員

だけの効果が上がっていることは、必然的にも

来年度以降はここの予算が小さくなってくるん

だろうなという予測が立ちます。

今度は、主要施策の報告書の中でちょっとお

伺いしたいんですが、それぞれ成果を挙げられ

ているとは思いますけれども、特に、先ほど言

いましたが、刑法犯の数、資料で言いますと395

ページですが、認知件数が前年度から比べる

と1,200件以上も減少、そこの中で７割を占める

といわれる窃盗犯も1,100件以上減少とすばらし

、 、い効果を挙げられていると思われる一方 私は

秋田県の数字にさらに驚いております。同じ財

政、人口規模でありながら、ここは刑法犯でい

うと本県よりも2,000件以上少なく、また、窃盗

犯でいうと２分の１、自転車の盗難件数でいう
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と４分の１程度までも抑え込んでいる数字が出

ております。この原因、成果が何で挙がってい

るかというのは、情報が入っているもんなんで

しょうか。

秋田県に確認を取りまし○戸髙生活安全部長

たところ、自転車盗がかなり減少をしていると

お聞きしております。学校対策が恐らく大きな

原因だろうと思いますけれども、まだ精査して

おりませんので、派遣等をして、研究いたしま

、 、 、して 本県で取り入れられれば 自転車盗対策

。学校対策を推進していきたいと考えております

本県の努力もさることながら、さ○図師委員

、らに効果を得ているところがあるわけですので

ぜひその情報を入れてほしいのと。関連性はな

いかもしれませんが、秋田県は、全国の小中学

校の学力テストにおきましても、全国上位に、

毎年、位置してくるんですが、今言われたよう

に、自転車の窃盗件数というのは学校での指導

の効果が出ていることも十分考えられますし、

、 、秋田県がすばらしいのは 学力だけではなくて

生活態度の向上のための調査とか、対策を打た

れておったり、もっと言うと、子供たちの運動

習慣までも調査して効果が上がるような指導体

制を取られておったりして。

要は何が言いたいかと申しますと、青少年の

健全育成にもしっかり力を入れていらっしゃる

がゆえに、こういう刑法犯、窃盗犯の減少も、

秋田はもう既に低い水準まで抑え込みができて

いるんじゃないのかなと、この数字を見ながら

思ったところです。また、ぜひ秋田と情報交換

をされて、本県に生かせるものがあったときに

はどんどん導入されたらいいと思います。

ちょっと関連するかもしれません○太田委員

が、成果に関する報告書の395ページ。認知件数

ということで説明があったわけですが ふと思っ、

たのは、認知件数があって、それで犯人逮捕に

至った解決率というんですか、認知した全ての

犯人を全部逮捕したとか、そういう意味で捉え

ていいんですか。それとも、こういう認知があ

るけれども、逮捕はこのくらいだということに

なるんですか。

、○鬼塚刑事部長 今の委員の御質問ですけれど

ここに挙がっていますのは認知件数といいまし

て、要は警察が犯罪の届出を受けたというもの

です。今、御質問がありました、捕まえたもの

には、犯人逮捕だけじゃなくて任意事件もござ

いますので、そういうのは検挙件数という表現

をいたします。

、 、本県の場合 昨年は刑法犯の検挙率が44.6％

そして、一昨年の平成27年中が37.5％というこ

とで、昨年は検挙率が増加をしております。

検挙率が上がったことはいいこと○太田委員

でしょうから、ひとつ頑張っていただきたいと

思います。

次のページの396ページ、特殊詐欺の認知件数

とあるわけですが、検挙数というのはこれには

出ていません。特殊詐欺に至らないようにとい

うことでいろんな手を打たれていることは理解

できます。

それで、この特殊詐欺等をやっているグルー

プとか人物、時々逮捕されたりする報告があり

ますけれど、例えば外国人であったりとか、ど

んな人たちがいるのかなと。国をいうとちょっ

と語弊がありますから言いませんが、外国人等

が多くなっているということなんでしょうか。

何かそういう傾向があるんですか。

本県の検挙例でいきますと、○鬼塚刑事部長

組織全体の突き上げ捜査と申しますけど、最終

的にそこまでいくというのがなかなかないもの

ですから、これだということは当県の事件から

平成29年10月３日(火)
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はなかなか言えないところがございます。

ただ、これに絡む暴力団の割合というのが、

昨年、全国的にみますと全体の26％が大体暴力

団が関係しているということで、やはり非常に

暴力団の関与が多いということでございます。

テーマは変わりますが、394ページ○太田委員

の上から２段目のところに、少年に手を差し伸

べる立ち直り支援というのがあります。警察の

ほうでここまでやってくださることはいいこと

じゃないかということで、以前、質問もしたこ

とがあるんですが。少年が犯罪等を起こして、

その子が立ち直るようにということで、農業体

験とか、調理体験とかするわけですが、これは

警察の予算としては59万円ですが、どこかに委

託をして、そこが団体としてお世話をする事業

だったかという、その辺の事業の仕組みを教え

てください。

少年の立ち直り支援につき○久留米少年課長

ましては、警察署と警察本部が中心となり、子

供たちに声かけをしまして、補導職員であった

り、スクールサポーターを交えまして実施して

いる事業でございます。

そういう少年たちを連れてきて、○太田委員

セットすること自体が恐らく大変だろうと思う

んです。素直な子供さんに、いい意味で仕向け

ていくというねらいがあるんでしょうけど、延

べ100人近くが参加してやっていることについて

は評価をしたいと思います。

それで、恐らく警察署の人たち、携わってい

る人たちも感じられると思うんですが、そのお

子さんの家庭環境とか、言うに言われぬ非常に

悲惨な状況があったりで、子供さんの責任では

ないようなところもあって法に触れてしまった

りとかあるんじゃないかと思うと、家庭環境を

変えてあげたいとか、感じられるんじゃないか

なと思って。私どもも、そういう人たちに出会

うと、家庭環境から変えてあげたいなという感

じがするわけです。そういう教訓なりもありま

したら、ぜひ何か表現してもらいたいなと思い

ます。涙を流すようなことだってあったんでは

ないかなと思って。そういう教訓でほかの少年

たちも、俺もそうじゃったと心が共感して、子

供たちが健全に育成されるような、その教材と

しても何かできないものかなという気がいたし

ます。

この立ち直り支援に参加す○久留米少年課長

るためには保護者の同意も必要なわけでありま

して、この支援活動に保護者の方も一緒に参加

されることもございます。改めて親子での交流

ができる場面も生じておりますので、引き続き

続けていきたいと考えております。

これは数年前から取り組んでいる○太田委員

事業だったと思いますが、ひとつ頑張っていた

だきたいと思います。

同じことを尋ねて大変申しわけな○徳重委員

いと思っていますが、私もちょっと気になった

もんですから。

非常に努力をされていらっしゃるわけで、59

万6,000円の予算をつけられて100人というのは

大きな数だと思います。それぞれ理由はいろい

ろあろうと思うんですが、その人が更生してほ

しいという思いで、やはり一過性のものでなく

て継続的に。追跡調査っていったらおかしいか

、 、もしれませんが そういう指導をした子供さん

対象の人を、１年なり２年なり見守るようなも

のはされていないのか、一過性で終わるものな

のかを教えてください。

この立ち直り支援に参加し○久留米少年課長

てくれる少年は、指定をいたしまして、定期的

にこちら側から少年、あるいは保護者に対して
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連絡を取り合いながら、今どうしているのかと

か、そういった連絡を継続してやっているとこ

ろであります。

結果として、こういった形でいろ○徳重委員

んな指導をされたり、体験をさせたりした子供

たちが、よくなっていくことは間違いないと思

うんだけど、ほとんどいい方向に向いていると

理解してよろしいんですか。

基本的には、この立ち直り○久留米少年課長

支援に参加している子たちというのは、そんな

に非行が深刻化していない子供たちですので、

こういう場に参加してもらって立ち直ってくれ

ていると、二度と非行に走らない、いい方向に

いってくれていると考えています。

残念ながら、中には再非行に走る少年もおり

ますけれども、それはそれとして、引き続きこ

の事業について取り組んでいきたいと考えてお

ります。

ぜひ積極的に取り組んでいただき○徳重委員

たいと思います。

それから、396ページの特殊詐欺のコールセン

ターについては、前も本会議で質問をさせてい

ただいたところでありますが、結果をそれなり

に出していただいていると、件数もマイナスに

なっているし、いろんな形で努力をしていただ

いております。これは完全にとはいかないと思

うわけですが、このコールセンターによる効果

をどの程度と見ていらっしゃるのか。

統計上、コールセンター○戸髙生活安全部長

、 、の実施期間中につきましては 確かに認知件数

それから被害額が減少をしております。

ただ、月ごとに分析をいたしますと、認知件

数が少ないもんですから、もともとの件数自体

が１桁台ということで、正確な分析結果は判明

しておりません。

ただ、着実に県民に浸透いたしまして、直接

的に被害防止につながった例がありますことか

ら、被害防止対策の効果はあるものと判断して

おります。

着実に効果が出ているということ○徳重委員

でありますが、年間、コールセンターによって

防止された件数は出していらっしゃらないんで

すか。ここ一、二年の結果。

コールセンターからの架○戸髙生活安全部長

電で被害防止につながった事例が３件判明して

おります。

１件目が平成28年ですけれども、宮崎市内居

住の70歳代の高齢者宅に架電しまして注意喚起

をしていましたところ、11月の注意喚起から数

日後に不審電話がありまして、コールセンター

の説明を聞いていたので、還付金詐欺の電話で

あることがわかって被害に遭わなかったと、警

察安全相談を受理しております。

２件目はことしですけれども、コールセンタ

ーから架電を受けた高齢女性が友人に話をしま

したところ、その友人宅に架空請求のはがきが

届きまして、友人よりコールセンターから電話

があって注意を受けたと聞いていたので詐欺で

はないかと思ったという相談を受理しておりま

す。

コールセンターにつきましては、架電先の相

手方に対しまして、御近所の方にもお伝えをい

ただいて被害防止に御協力をお願いしますとい

うことで、いわゆる情報共有、地域ぐるみで被

害防止に取り組むように呼びかけおります。

３件目は、ことし、最近ですけれども、コー

ルセンターが架電しまして、留守番電話に身に

覚えのないはがきが送られてくる架空請求が発

生というメッセージを吹き込んでいましたら、

相手から自宅にはがきが届きましたということ
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で相談が寄せられております。

以上、３件でございます。

ありがとうございます。結果が出○徳重委員

ていること、大変嬉しいことであります。今後

とも、この事業はずっと続けていかなければ、

また人も変わってくるし 年齢もそれぞれ変わっ、

てくるわけですから、ぜひよろしくお願いをし

ておきたいと思います。

、 、次に 399ページの交通安全施設整備のことで

幾ら整備しても足りないといえばそれまでなん

ですが。信号機の新設が16基でありますけれど

も、信号機の要望は相当あると思うんですが、

今、来ている要望の数がわかれば教えてくださ

い。

現在、信号機の要望について○廣澤交通部長

は、約400件弱の申請を受理しておるところでご

ざいます。

400件ということで、優先順位もい○徳重委員

ろいろある、調査の結果ということになろうと

思うんですが、いずれにしても、少しでも事故

をなくすためには必要な事かなと思うんです。

400件全部つけるとなれば20年以上かかると。

道路ができれば、また新しいのも出てくるし、

いろいろ出てくると思いますが、もう予算的に

はこれ以上ふやすことはできないもんですか。

例えばもうちょっとふやしていこうと、昨年16

基だったなら次は20基、あるいは25基の信号機

設置ということにはならないもんでしょうか。

必要だから要望が上がってきていると思うんで

す。類似の、ここも必要だけどというところは

たくさんあるんじゃないかなと想定されるわけ

で、そういう考え方はないものか。もう十五、

六基でずっと通していくという考え方なのか。

まず、400基ぐらいある要○壹岐交通規制課長

望に全部つけれるかという根本的な問題につい

ての御回答でございます。私も含めて、本年度

は三十数カ所、次年度へ向けて見て回りました

けれども、約１割ぐらいが、いわゆる設置基準

にあるような幅員であったり、歩行者だまりで

あったりという状況でございます。中には10年

前ぐらいに新設道路という形で要望等がござい

ましたけれど、厳しい財政の折でございますの

で、市町村のほうでなかなか整備できなかった

というものもございます。

そういう中で、昨年度は16基、今年度は14基

やっています。ただ、これにつきましては、警

察庁のほうでインフラ長寿命化基本計画という

のがございます。建てたあとに、制御機、コン

クリート柱等の倒壊事故というのも全国的に起

こっております。更新事業であれば、信号につ

けた制御機等は19年ぐらいしか持ちません。そ

れを適正台数、適正管理という形で今後は考え

ていくところであります。最近の地方創生、人

口減少社会で、学校等がなくなっております。

そういうところに信号機等があっても、それは

危険性が増すことにもなりますので、今後とも

適正な管理維持を含めて考えていきたいという

ことであります。

同じ質問になって申しわけないん○横田委員

ですけれども、今の信号機の整備、以前は要望

箇所の大体１割ぐらいを新設していたような気

がするんですけど、例えば30、40基くらい。今

は16基になったということは、新設の予算がＬ

ＥＤ化とか、鋼管柱化のほうに振り分けられて

いると理解してよろしいんですね。

実際問題といたしまし○壹岐交通規制課長

て、2,382基、約2,400基あるうち、制御機が老

朽化で19年を超えているのは411基ございます。

そういうのを順次整備していかないと、現行の

信号機が使えないということですし、これから
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は一遍に増加ということではなく、適正な管理

という意味では、全体的な予算、例えば標識や

表示もございますので、効率がいいもの、事故

防止の効果が高いものということで相対的に見

ていくことになると思います。

今のお話でちょっと出たと思うん○横田委員

ですけど、例えば横断歩道とか、停止線とかが

、消えているという話も結構よく聞くんですけど

。そういった予算もこの中に入っているんですか

入っております。○壹岐交通規制課長

ことしの６月か９月の本会議で、道路標示関

係の質問も出ておりましたが、実際、本年度に

ついては約6,000万円ほど、そちらのほうに。横

断歩道が消えていたりしまして、やはり安全性

という面で御意見がありますので、当然、県民

の皆様の意見があれば、そういうものにシフト

するのも、しっかり対応していく上での適正な

予算配分ということで、信号だけということで

はございません。

県民の命を守る大事な施設であり○横田委員

ますので、できるだけ遅滞なく整備ができるよ

うに頑張っていただきたいと思います。

それと、先ほど図師議員が言われましたけ

ど、395ページの下のほうの表、減少率がすごく

大きくて、すごく頑張っておられるなというこ

とで高く評価をしたいと思います。もともとの

数字が大きいもんだから減少率が大きくても、

まだまだ数字としては高い数字になっていると

いうことで、さらに頑張って、この数字を下げ

ていっていただければうれしいなと思います。

犯罪の抑止につきま○橋本生活安全企画課長

しては、総合的に３本の柱ということで切り分

けながら進めていく所存でございます。

まず、やはり県民の防犯意識の高揚を図って

まいりたいと。そのためには、広報・啓発活動

を盛んに行っていくことも考えております。

２本目の柱としましては、やはり、そのよう

な意識の高揚を図りますと同時に、自主防犯活

動を行うことを進めていただければということ

で、いろいろな支援活動を行っております。

最後に、もちろん警察がマンパワーでしっか

、りフォローをして抑えていくという３本の柱で

さらに抑止活動を進めていきたいと考えており

ます。

なお、この同規模県、あるいは効果のあった

と認められる県には、盛んに知恵をお借りする

。ために視察研修等を行いたいと考えております

ありがとうございます ぜひ頑張っ○横田委員 。

ていただきたいと思います。

それと、393ページの特殊詐欺被害防止コール

センター。着実に成果が上がってきているとい

う御説明でしたが、例えばこの総架電数と架電

完了件数とありますけれど、これは電話をかけ

た数が６万3,000件、つながった数が３万3,000

件という意味なんでしょうか。

今、おっしゃいましたよ○戸髙生活安全部長

うに、総架電件数は全てかけた件数でございま

して、完了件数については、説明をした分もご

ざいますけれども、留守電に録音した分とか、

拒否された分とか、あるいは番号違いとかも含

めまして完了件数ということで計上しておりま

す。

ということは、この差は電話した○横田委員

けど誰も出てくれなかった数なんですか。

架電未完了件数につきま○戸髙生活安全部長

しては、２万9,758件ということでこの差になり

ます。

これを見ただけで、いかにこのコ○横田委員

ールセンターの仕事が大変な仕事かがよくわか

。 、ります ぜひ頑張っていただきたいんですけど
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この執行額の1,177万2,000円というのはどうい

う形で使われたお金なんでしょうか。

この事業費の内訳でございま○鬼塚刑事部長

すけれども、コールセンターに委託した業務費

が878万円でございまして、そのほかにつきまし

ては、このコールセンターの業務を県民の皆さ

んに知っていただく周知事業、これが細かい数

字でいいますと299万2,464円でございます。

ですから、中身はコールセンター委託事業と

それの周知事業費でございます。

わかりました。ありがとうござい○横田委員

ました。

ほかにございませんか。○新見主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上をもって○新見主査

警察本部を終了いたします。執行部の皆さん、

大変お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時６分休憩

午後２時16分再開

分科会を再開いたします。○新見主査

平成28年度宮崎県電気事業会計決算等につい

て、執行部の説明を求めます。なお、委員の質

疑は、執行部の説明が全て終了した後にお願い

をいたします。

企業局でございます。よろし○図師企業局長

くお願いをいたします。座って説明をさせてい

ただきます。

それでは、お手元に配付しております平成28

年度公営企業会計決算審査資料をごらんくださ

い。

めくっていただきまして、表紙の裏に目次が

ございます。

本日は１番目の提出議案、２番目の提出報告

書、それから３番目の監査結果報告書指摘事項

等について御説明をいたします。なお、議案書

及び報告書の該当ページの記載をしております

が、説明につきましては、当資料により行わせ

ていただきます。

今回提出しております議案は、１番目の２つ

目の丸印からでございます 議案第12号 平成28。 「

年度宮崎県電気事業会計利益の処分及び決算の

認定について 、議案第13号「平成28年度宮崎県」

工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について 、議案第14号「平成28年度宮崎県地域」

振興事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て」の３件でございます。

これらは３つの事業会計ごとに、地方公営企

業法第32条第２項の規定により、利益の処分に

ついて県議会の議決を求めますとともに、同法

第30条第４項の規定により、決算について認定

をお願いするものであります。

２番目の提出報告書は、地方公営企業法施行

令第18条の２第２項の規定により、精算報告を

行うものであります。

では、資料の１ページ、右側のほうをごらん

ください。私からは、各事業の決算概要につい

て、対前年度比で御説明いたします。

平成28年度の決算につきましては、各事業と

も引き続き健全経営を維持し、純利益を計上し

ております。

まず、電気事業についてであります。供給電

力量は、前年度と比べ、降水量が少なかったこ

とから、前年度対比で96％となりましたが、後

ほど御説明いたします目標は達成をしたところ

であります。

なお、決算は、九州電力株式会社との電力受

給契約の更改に伴う電力量の増により、事業収

益が増加したことから、前年度より増収増益と
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なりました。具体的には （２）の決算額の太枠、

で囲んでおりますとおり、純利益の実績が８

億6,460万円余となり、前年度対比で105.9％と

なりました。

次に、工業用水道事業であります。常時使用

水量は、前年度と比べ、一部ユーザーにおいて

使用水量が増加したことから、前年度対比

で101.6％となりました。

なお、決算は、有価証券売却益により事業収

益は増加したものの、送水管の継手補修に伴う

事業費が増加したことなどから、前年度より増

収減益となりました。具体的には（２）の決算

額の太枠で囲んでおりますとおり、純利益の実

績が6,115万円余となり、前年度対比で81％とな

りました。

続きまして、２ページをごらんください。

次に、地域振興事業であります。ゴルフコー

スの利用者数は、台風の影響等から前年度対比

で93.7％となりました。

なお、決算は、有価証券売却益により事業収

益は増加したものの、浄化槽改修に伴う事業費

が増加したことなどから、前年度より増収減益

となりました。具体的には（２）の決算額の太

枠で囲んでおりますとおり、純利益の実績が326

万円余となり、前年度対比で46.3％となりまし

た。

詳細につきましては、総務課長から説明させ

ますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

私からは、以上でございます。

引き続き、御説明をいたしま○松田総務課長

す。

３ページをごらんください。

議案第12号「平成28年度宮崎県電気事業会計

利益の処分及び決算の認定について」でありま

す。

まず、１の事業の概況でございますが、ダム

地点の降雨量が過去30年平均の106.6％と降雨に

恵まれますとともに、効率的な発電に努めた結

果、下の（１）の供給電力量は太枠の年度計の

欄にありますとおり、実績５億7,073万7,000キ

ロワットアワーで、達成率は目標の113.8％と

なっております （２）の電力料金収入は、九州。

電力株式会社との電力受給契約の更改などによ

り 年度計の欄にありますとおり 実績43億8,438、 、

万円余で、達成率は102.8％となっております。

４ページをお開きください。２の決算報告書

であります （１）の収益的収入及び支出でござ。

、 、いますが この報告書は予算額と比較するため

決算額も消費税込みとなっております。①の収

入をごらんください。事業収益は、決算額52

億5,636万円余で、予算額に比べ１億7,489万円

余の増となっております。これは主に降雨に恵

まれたことなどによりまして、営業収益がふえ

たことによるものであります。②の支出をごら

んください。効率的な予算の執行等に努めまし

た結果、事業費は、決算額43億3,587万円余、不

用額４億6,750万円余となっております。なお、

繰越額は105万円余で、６月の常任委員会で報告

いたしました渡川発電所天井クレーン機器の撤

去費用であります。

５ページをごらんください。

（２）の資本的収入及び支出でありますが、

これは事業収益を得るために必要な資産等にか

かる収支をあらわすものであります。①の収入

をごらんください。資本的収入は、決算額７

億3,115万円余となっております。②の支出をご

らんください。資本的支出は、決算額22億9,917

万円余で、入札の執行残等により、不用額は４

億1,546万円余となっております。なお、繰越額



- 17 -

平成29年10月３日(火)

は２億7,003万円余で、６月の常任委員会で御報

告いたしました県土整備部が行います多目的ダ

ムの工事が繰り越されたことに伴う局負担分等

の建設改良費繰り越しや、継続費の繰り越しで

あります。

欄外の米印の３つ目をごらんください。資本

的収入額が資本的支出額に不足する額は、減債

積立金や地方振興積立金等で補塡をしたところ

であります。後ほど御説明いたします他の事業

につきましても、同様に処理をいたしておりま

す。

６ページをお開きください。３の損益計算書

であります。①の収入の部をごらんください。

収益合計は49億197万円余となっており、主なも

のは営業収益の電力量であります。②の費用の

部をごらんください。費用合計は40億3,736万円

余となっており、主なものは営業費用の水力発

電費であります。その結果、収益から費用を差

し引きました当年度純利益は８億6,460万8,346

円となっております。

７ページをごらんください。４の貸借対照表

であります。表の左側をごらんください。発電

設備等の固定資産は317億4,949万円余、現金等

の流動資産は217億6,225万円余となっており、

表の一番下の資産の合計は535億1,175万円余と

なっております。

表の右側をごらんください。長期借り入れ等

の固定負債は37億2,169万円余、短期借り入れ等

の流動負債は39億7,938万円余、繰延収益は９

億5,621万円余で、負債合計は86億5,729万円余

。 、となっております 資本金は273億8,949万円余

剰余金は129億2,023万円余、有価証券の時価評

価による変動額でございます評価・換算差額等

は45億4,472万円余で、資本合計は448億5,446万

円余となっております。この結果、表の一番下

の負債資本合計は535億1,175万円余となってお

ります。

８ページをお開きください。５の剰余金処分

計算書案であります。未処分利益剰余金の処分

につきましては、表の一番右側の欄にあります

とおり、未処分利益剰余金10億2,253万8,577円

のうち、資本金に１億5,793万231円を組み入れ

ることといたしまして、欠損時の補塡財源とな

る利益積立金に５億円、地域振興のための財源

となる地方振興積立金に３億5,460万8,346円、

緑のダム造成事業積立金に1,000万円を積み立て

ることとしたいと考えております。

参考といたしまして、下の表に積立金残高の

推移を示しておりますが、表の一番右側の欄に

ありますとおり、未処分利益剰余金を処分案の

とおり積み立てた場合、処分後残高の合計は124

億4,048万6,195円となります。

９ページをごらんください。議案第13号「平

成28年度宮崎県工業用水道事業会計利益の処分

及び決算の認定について」であります。

まず、１の事業の概況でありますが、一部ユ

ーザーにおいて、当初の予定量を下回ったこと

などによりまして、下の（１）の給水状況は、

常時使用水量が太枠の年度計の欄にありますと

おり、実績2,019万9,000立方メートルで、達成

率が97.4％となっております。その結果 （２）、

の給水料金収入は、年度計の欄にありますとお

り 実績３億527万円余で 達成率は99.2％となっ、 、

ております。

10ページをお開きください。２の決算報告書

であります （１）の収益的収入及び支出であり。

。 。 、ます ①の収入をごらんください 事業収益は

決算額４億305万円余で、予算額に比べ208万円

余の増となっております。これは主に、有価証

券売却益による営業外収益の増に伴うものであ
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ります。②の支出をごらんください。効率的な

予算の執行等に努めました結果、事業費は、決

算額３億3,988万円余、不用額は4,800万円余と

なっております。

11ページをごらんください （２）の資本的収。

入及び支出でございます。①の収入ですが、工

。業用水道事業会計の資本的収入はございません

②の支出をごらんください。資本的支出は、決

、 、算額１億9,762万円余で 入札の執行残等により

不用額は695万円余となっております。

欄外の米印の２つ目をごらんください。資本

的収入額が資本的支出額に不足する額は、減債

積立金や借入金償還積立金等で補塡したところ

でございます。

12ページをお開きください。３の損益計算書

であります。①の収益の部をごらんください。

収益合計は３億7,858万円余となっておりまし

て、主なものは営業収益の給水収益や営業外収

益の受け取り利息であります。②の費用の部を

ごらんください。費用合計は３億1,742万円余と

なっており、主なものは営業費用の運転費であ

ります その結果 当年度純利益は6,115万9,152。 、

円となっております。

13ページをごらんください。４の貸借対照表

であります。表の左側をごらんください。浄水

場施設や送水管等の固定資産は21億8,041万円

余、流動資産は21億7,166万円余となっておりま

して、表の一番下の資産合計は43億5,207万円余

となっております。

表の右側をごらんください。固定負債は22

億8,083万円余、流動負債は１億7,652万円余、

繰延収益は４億8,292万円余で、負債合計は29

億4,028万円余となっております。資本金は３

億1,408万円余、剰余金は10億9,770万円余で、

資本合計は14億1,178万円余となっております。

この結果、表の一番下の負債資本合計は43

億5,207万円余となっております。

14ページをお開きください。５の剰余金処分

計算書案であります。未処分利益剰余金の処分

につきましては、表の一番右側の欄にあります

とおり、未処分利益剰余金１億8,760万1,595円

のうち、資本金に１億2,644万2,443円を組み入

れることといたしまして、借入金償還積立金

に6,115万9,152円を積み立てたいと考えており

ます。

参考といたしまして、下の表に積立金残高の

推移を示しておりますが、表の一番右側の欄に

ありますとおり、未処分利益剰余金を処分案の

とおり積み立てた場合、処分後残高の合計は９

億7,009万1,348円となります。

15ページをごらんください。議案第14号「平

成28年度宮崎県地域振興事業会計利益の処分及

び決算の認定について」であります。

まず、１の事業の概況でありますが、天候不

順や台風等の影響によりまして、下の（１）の

ゴルフコース利用状況は、年間利用者数が太枠

の年度計の欄にありますとおり、実績３万464人

で、達成率は90.9％となっております （２）の。

施設利用料収入は、指定管理者からの納付

金2,000万円となっております。

16ページをお開きください。２の決算報告書

であります （１）の収益的収入及び支出であり。

。 。 、ます ①の収入をごらんください 事業収益は

決算額2,872万円余で、予算額に比べ125万円余

の増となっております。これは主に有価証券売

却益による営業外収益の増に伴うものでありま

す。②の支出をごらんください。予算の効率的

な執行等に努めました結果、事業費は、決算

額2,316万円余、不用額219万円余となっており

ます。
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17ページをごらんください （２）の資本的収。

入及び支出であります。①の収入をごらんくだ

さい。資本的収入は、出資金返還金の70万円と

なっております。②の支出をごらんください。

資本的支出は、決算額4,086万円余で、入札の執

行残等により、不用額は513万円余となっており

ます。

欄外の米印の２つ目をごらんください。資本

的収入額が資本的支出額に不足する額は、借入

金償還積立金や過年度分損益勘定留保資金等で

補塡したところであります。

18ページをお開きください。３の損益計算書

であります。①の収益の部をごらんください。

収益合計は2,601万円余となっており、主なもの

は営業収益の施設利用料や営業外収益の受け取

り利息であります。②の費用の部をごらんくだ

さい。費用合計は2,274万円余となっておりまし

て、主なものは営業費用の施設管理費でありま

す。その結果、当年度純利益は326万9,116円と

なっております。

19ページをごらんください。４の貸借対照表

であります。表の左側をごらんください。ゴル

フコース等の固定資産は６億7,842万円余、流動

資産は２億4,816万円余となっておりまして、表

の一番下の資産合計は９億2,659万円余となって

おります。

表の右側をごらんください。固定負債は７

億5,356万円余、流動負債は3,824万円余、繰延

収益は153万円余で、負債合計は７億9,334万円

余となっております。資本金は7,562万円余、剰

余金は5,762万円余で、資本合計は１億3,324万

円余となっております。この結果、表の一番下

の負債資本合計は９億2,659万円余となっており

ます。

20ページをお開きください。５の剰余金処分

計算書案であります。未処分利益剰余金の処分

につきましては、表の一番右側の欄にあります

とおり、未処分利益剰余金1,323万6,744円のう

ち、資本金に996万7,628円を組み入れることと

いたしまして、借入金償還積立金に326万9,116

円を積み立てたいと考えております。

参考といたしまして、下の表に積立金残高の

推移を示しておりますが、表の一番右側の欄に

ありますとおり、未処分利益剰余金を処分案の

とおり積み立てた場合、処分後残高の合計

は4,765万3,772円となります。

21ページをごらんください。参考までに、平

成28年度における企業局から知事局等への経費

支出額を記載しておりますが、一般会計への繰

出金や多目的ダム管理費など、合計19億円余を

支出しております。

続きまして、22ページをお開きください。電

気事業にかかる継続費の精算報告についてであ

ります。対象工事は、日南ダム発電所建設工事

であります。これは平成28年10月から運用を開

始いたしました酒谷発電所の建設工事に関する

ものでありまして、まず （１）の工事概要です、

が、県内の治水ダムでは初めてとなる小水力発

電設備の設置工事を行ったところであります。

工事の内容といたしましては、水車発電機、そ

の他機器据えつけ工事や土木工事を行ったとこ

ろでありまして 期間は平成26年８月から平成28、

年９月まででありました。

（２）の水車発電機概要といたしましては、

使用水量、毎秒3.5立方メートル、最大出力520

キロワット 年間発電電力量233万3,000キロワッ、

トアワーでありまして、一般家庭約650世帯分の

消費電力に相当するものとなっております。

（３）の継続費精算報告書でありますが、年

度計の欄にありますとおり、全体計画７億7,760
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万円に対しまして、実績７億1,951万円余となり

ました。なお、全体計画の28年度の欄が０円と

なっておりますが、当初計画では26、27年度の

２カ年計画でありましたけれども、27年度の梅

雨の長雨や７月の台風などにより、不測の日数

を要したため、28年度に予算を繰り越して対応

をしたものであります。

最後に23ページをごらんください ３ 平成28。 、

年度企業局に係る監査結果報告書指摘事項等で

、 。ありますが 指摘事項等はございませんでした

監査委員の決算審査意見書に関しまして、特に

報告すべき事項はございません。

説明は、以上であります。よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

執行部の説明が終了しました。委○新見主査

。員の皆さんから質疑があったら出してください

15ページのゴルフ関係ですが、指○太田委員

定管理者からの納付金として2,000万円いただい

ているわけです。この場合、その会社側の経営

状況とかの報告はないんですか。どういう状況

であるかというのは。

さきの常任委員会の中で、県○松田総務課長

が出資する法人の経営状況ということで、決算

を御報告したところでございます。

わかりました。○太田委員

それで、ゴルフ場経営っていうのは、やっぱ

り公営企業として、県民の健康のためにとか、

、そういう思いで設置されていると思うんですが

全国的に見て、こういったレジャーといいます

か、健康増進の事業を行う公営企業は、ほかに

もどんな業種があるのかとか、その辺はいかが

でしょうか。

、○新穂経営企画監 他県の状況でございますが

詳しくは存じあげないんですけれども、ゴルフ

場をやっている県が数県ございます。

私、最初議員になって聞いたとき○太田委員

に、まだ指定管理以前でしたけど、県はゴルフ

場の経営をされているんだなと思ってびっくり

したことがあるんです。ゴルフも永続的にずっ

とブームで続けばいいんですけど、スポーツ関

係も浮き沈みがあったりするもんですから。県

民の健康という使命を持ってやられているので

あろうなとは思いますが、将来、本当にずっと

安定的にやっていけるのかなという感じで

ちょっと心配なところもありまして聞いたんで

すけど、ゴルフ場経営は、意外とあることはあ

るんですね。永続的に今後も安定していっても

らえばいいと思います。

電気事業で太陽光も一部あります○徳重委員

よね。これの収入はどこにあるんですか。

損益計算書が６ページにござ○松田総務課長

いますけれども、収益の部の区分のところに付

帯事業収益というのがございます。その中の電

力量ということで、太陽光発電がここに入って

おります。

それから、工業用水なんですが、○徳重委員

日向の工業団地、ほとんど処分されたという話

を聞いているんですが、これから工業団地がふ

えて、この工業用水を必要とする企業があるも

のかどうか、そこら辺を教えてください。

細島の工業団地ですけれど○新穂経営企画監

、 。も まだ未分譲地が4.5ヘクタールほどあります

そのほか、企業が持っている土地で未利用地が

ありますので、そこに数社、バイオマス発電が

立地するとかいうことで、今聞いておるところ

でございます。

今後、企業局に関係することにな○徳重委員

るかどうかわかりませんが、これから細島港も

整備されていって、企業団地を造成するような

計画の可能性がある土地はあの周辺であるもん
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ですか。

細島工業団地の北側に計画○新穂経営企画監

はあるみたいですけれども、実際、すぐにやる

というような計画ではございません。将来の希

望としては、北側に土地を設けるという計画を

持っているようでございます。

最後に、前の委員会のときにドロ○徳重委員

ーンの報告をしていただきました。鉄塔の調査

など、写真を撮って、傷み具合やらいろいろな

ものを調査するということでございました。去

年から導入されて、その成果が出ていると思う

んですが、それをドローンを使わないでやった

場合と使った場合と金額的にどのくらいの差に

なるものか、あるいは人的に、そういう計算を

されておるものかどうか。もし、それを人手で

というか、今までのやり方でやった場合はどの

くらいの経費がかかって、ドローンを使ったこ

とによってどれぐらいの削減効果が出たのかと

いうのは、数字に出していらっしゃるのかどう

か。

細かい計算はまだしていない○森本電気課長

ところではあるんですが。

今、点検委託をしておりまして、その委託の

業者に貸し出して、ドローンを使って点検する

ことで、その点検の時間が省略できるんじゃな

いかというのは事前に想定はしておりますが、

まだ、そういう状況にはなっていないところで

あります。

今、企業局でドローンを操縦でき○徳重委員

る人を養成していらっしゃるということでした

ので、28年、29年、２年間された中で、今まで

の定期検査なりの検査を委託されておったかも

しれませんが、その分はすぐ出るんじゃないで

すか。ことしはそれを使っていないということ

になるわけじゃないかな。違いますか。

業者での点検にドローンを使○森本電気課長

うということはまだやっておりません。自分た

ちの臨時の点検といいますか、状況の観察、そ

の調査にはドローンを使っているという状況で

あります。

今までの26年、27年、そういう前○徳重委員

の段階で、皆さんがドローンを使われなかった

ときの経費がどれぐらいあったのかは出ていな

いんですか。

現在、まだ試験運転的なとこ○森本電気課長

ろがございます。操縦者の育成にまず主体を置

いて、人間を育てている状況でございまして、

はっきりとした実績等につきましては、今から

比較していくことになるのかなと考えておりま

す。

数字的にいいますと、１回の調査につきまし

て、１日当たり３人ぐらいはかかるようなとこ

。 、ろがございます ドローンを使うことによって

その分についての費用の削減はできるんじゃな

いかなと考えております。

今現在、委託関係をしております各送電線、

それぞれ1,000万円から2,000万円ぐらいの送電

線の委託費がございますので、その中でドロー

ンを使うことによって、その費用の削減は、今

後、図っていけるんじゃないかなとは思ってお

ります。

これを有効に使えば、相当な削減○徳重委員

になるのかなと想定するわけですが、ぜひ、ひ

とつ有効利用して、少しでも利益につながるよ

うにしていただきたいと思います。

工業用水道事業で、送水管の継手○横田委員

補修に伴う事業費が発生したとか、地域振興事

業で浄化槽改修に伴う事業費が増加したとあり

ますが、こういったものは絶対避けては通れな

いものだと思います。
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ことし、委員会の調査で渡川発電所に行かせ

てもらいましたが、あそこでは、結構大規模な

設備の更新がされていて、その更新をすること

で効率的な発電ができるから、そう遠くないう

ちにまた元が取れるというお話だったと思いま

す。

、それは非常に大事なことであると思いますし

今後も計画的な、また、適正な設備の更新をし

ていただきながら引き続き安定した経営を目指

していただければありがたいなと思います。

これは質問ではありません。お願いします。

委員会資料の８ページなんですけ○図師委員

れども、剰余金処分の振り分けについてお伺い

したいんですが。昨年度はそれぞれ資本金への

繰り入れとか、それぞれの積立金への振り分け

がされておるわけなんですが、下のほうに参考

、 、 、とありますけれども 減債積立金はなし あと

建設改良の積み立ても特になしということで、

これは上限に達しているから個々の振り分けは

ないということで、この振り分けをされる基準

。みたいなものがあれば教えていただきたいです

まず、減債積立金でございま○松田総務課長

すけれども、これにつきましては、25億8,000万

円ほど残高がございまして、今、企業債自体が

同額になっておりますので、一応、もう確保を

しているということでゼロとしているところで

ございます。

あとの建設改良積立金について、これは特に

幾らという基準はございませんが、ここに、例

、 、えば緑のダムでありますとか 地方振興積立金

利益積立金、こういったものにやはり将来の渇

水とか、電力システム改革も進んでおり、将来

赤字が出ることもあり得ますので、そういった

ために５億円等を積んでいるところでありまし

て、今回は建設改良には積んでおりません。

なお、今後10年間につきましては、基本的に

は約60億円程度で改良とか、こういったものも

対応が可能ではないかというふうに、一応、考

えているところでございます。

余剰金が出るのは喜ばしいことだ○図師委員

と思うんですが、この積み立てにもそれぞれ、

。基金的な要素が多いのかなと思っておりました

、いわゆる目的があって積んでいるものであって

その目的を果たしておればほかの積み立てをし

なくてもいいと申しますか、ほかの目的に何か

回してもいいんではないかとも思われますけれ

ども、それぞれまだ積み増しが必要であるとい

う認識でよろしいんでしょうか。

一部については、先ほど申し○松田総務課長

上げたとおりでございますが、利益積立金、そ

れから緑のダム等については、まだ今後、計画

的に積んでいく必要があろうかと考えておりま

す。

積み立てと同時にこれを事業化し○図師委員

ていく作業も必要かとは思いますが、そのあた

りも、また年次的なものがあれば、きょうじゃ

なくてもいいんです、いつかの委員会のときに

でも、また御報告なりいただければと思います

が。

事業計画といたしましては、○松田総務課長

建設改良につきましては、今、渡川で改良して

おりますが、このあと綾の第一とか、第二等で

も改良工事を予定しております。緑のダムにつ

きましては、目標年次が平成78年度まででござ

いますので、今後、３億円を目途に資金の積み

立てを進めていきたいと考えております。

我々議員が入る審議会がありまし○図師委員

て、以前は九電の株の配当から審議会の運営費

に回してもらっている部分もあったわけなんで

すが、今回の決算書を見ると、若干配当も復活
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しつつあるのか、九電の株の部分がどれだけか

はちょっとわかりませんけれども。こういう積

み立てを積み増すのはいいんですけれども、今

まであった審議会とか、他事業への流用といい

ますか、運用が可能な部分が今後あれば。もし

くは先ほどの審議会は小丸川水系の維持とか、

、上流から下流の自治体と関連した事業運営とか

ここの植栽なんかも緑のダムのような事業で

やっていたわけなんですが、そういうものとの

連携ができる、そういう審議会の活動ができな

い部分があれば、こっちの緑のダムで補完して

いくとか、そういうような補完性というか、互

換性があるのであれば連携を取ってもらっても

いいのかなと思ったんですが。

、全然目的が違うといえばそれまでなんですが

同様なものに関しては、そういう連携もあって

もいいんではないかと思われますがいかがで

しょうか。

まず、開発事業特別会計につ○松田総務課長

きましては、28年度は350万2,000円、九電株の

配当金の繰り出しをしております。それから、

小丸川関係につきましては、環境森林部が中心

になって、一ツ瀬川、小丸川上流域の森林保全

機構というのをつくっておりまして、企業局も

これに参加をしておりまして、平成11年から25

年までの15年間で、企業局としては２億2,500万

円を負担しておりまして、この原資をもとに、

今、まだ事業がずっと継続されているというこ

とでございます。

先ほどの徳重議員の質問の回○森本電気課長

答に対して、少し補足をさせていただきたいと

思います。

もともとのドローンの導入目的でございます

が、これは職員の安全対策ということもありま

して 今まで登っていってなかなか見られなかっ、

たところが見られるということで、詳細な状況

の把握ができるというのが一つ。それから、事

故があったとき、どういう場所なのかを迅速に

把握できるということも一つありまして、基本

的に、ドローンを導入することで、業者さんの

委託の巡視点検がなくなるという話ではなく、

送電線の事故の対応とか、修繕とか、当然ござ

いますので、そういったことに対しましては、

やはり業者さんにしっかりやってもらうことも

必要であるため、ドローン導入が即、経費節減

につながるようなものではないということを補

足させていただきたいと思います。

私もそう思っておったんです。そ○徳重委員

のことが最大のメリットかなと思ってもおりま

したし、ぜひ、これは導入して、より安心、安

全に事業が進められるようにしていただきたい

なと期待をしているところです。よろしくお願

いします。

ほかにございませんか。○新見主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上をもって○新見主査

審査を終了いたします。執行部の皆さん、大変

御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時４分休憩

午後３時５分再開

分科会を再開いたします。○新見主査

明日の分科会は午前10時に再開し、教育委員

会の審査を行うことといたします。

以上で、本日の分科会を終了いたします。

午後３時５分散会
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午前９時58分再開

出席委員（６人）

主 査 新 見 昌 安

副 主 査 野 﨑 幸 士

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 横 田 照 夫

委 員 太 田 清 海

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 四 本 孝

教 育 次 長
片 寄 元 道

（ 総 括 ）

教 育 次 長
飯 干 賢

（教育政策担当）

教 育 次 長
西 田 幸一郎

（教育振興担当）

参事兼総務課長 亀 澤 保 彦

財 務 福 利 課 長 柚木崎 誠一朗

学 校 政 策 課 長 吉 田 郷 志

学 校 支 援 監 金 子 文 雄

特別支援教育室長 川 越 浩 司

教 職 員 課 長 黒 木 健 一

生 涯 学 習 課 長 後 藤 克 文

スポーツ振興課長 古 木 克 浩

国 体 ・ 高 校
萩 尾 英 司

総 体 準 備 室 長

文 化 財 課 長 谷 口 武 範

人権同和教育室長 米 村 公 俊

図 書 館 長 金 子 洋 士

美 術 館 副 館 長 四 位 久 光

総 合 博 物 館 長 長 友 重 俊

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議事課主任主事 井 口 幸 子

分科会を再開いたします。○新見主査

それでは、平成28年度決算について、執行部

の説明を求めます。なお、委員の質疑は執行部

。の説明が全て終了した後にお願いをいたします

教育委員会でございます。どう○四本教育長

ぞよろしくお願いをいたします。

最初にお礼を申し上げます。先日の第72回国

民体育大会宮崎県選手団結団壮行式に際しまし

ては、新見委員長に御臨席をいただき激励を賜

りました また 延岡市で開催いたしました第39。 、

、回宮崎県高等学校総合文化祭の総合開会式には

太田委員に御臨席をいただきました。この場を

、 。おかりいたしまして 厚く御礼を申し上げます

参加いたしました選手団や高校生は、大きな元

気をいただくことができました。ありがとうご

ざいました。

。ここからは座って説明をさせていただきます

それでは、平成28年度決算につきまして御説

明申し上げます。

お手元の決算特別委員会資料をごらんくださ

い。

、 、表紙をおめくりいただきまして 見開きの１

２ページをごらんください。ページ番号は、上

のページは右上、下のページは右下に書いてあ

ります。

それでは、未来みやざき創造プラン（長期ビ

ジョン）に基づく施策の体系表により主要施策

について御説明をいたします。

平成29年10月４日(水)
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教育委員会では、体系表の左上に示してあり

ますように、宮崎県総合計画未来みやざき創造

プランの３つの分野別施策の中で、人づくりに

係る部門別計画として、第二次宮崎県教育振興

基本計画を策定し、各施策、事業を推進してき

たところであります。

大きな四角囲みの左上に 山型の括弧でくくっ、

て示しております将来像をごらんください。

教育委員会では 「安心して子どもを生み、育、

」 「 」てられる社会 と 未来を担う人財が育つ社会

及び「生涯を通じて学び、文化・スポーツに親

しむ社会」の３つを将来像として設定をしてお

ります。

これらの実現のために、将来像の右隣りにご

ざいます施策の柱の下に示しております子育て

支援の充実、以下８つの柱を設定し、柱ごとに

右に挙げております事業に取り組んだところで

あります。

続きまして、３ページをお願いいたします。

教育委員会全体の平成28年度歳出決算の状況で

ございます。

まず、一般会計でありますが、表の下から５

段目の網掛けの行、一般会計の計の欄をごらん

ください。予算額1,050億8,522万1,458円、支出

済額1,041億3,396万2,024円、不用額８億7,419

万9,834円、執行率99.1％でございます。

次に、特別会計であります。表の下から４段

目と３段目の括弧内に示しておりますが、県立

学校実習事業及び育英資金の特別会計でござい

ます。下から２段目の網掛けの行、特別会計の

。 、計の欄をごらんください 予算額18億6,987万円

支出済額12億6,476万4,449円、不用額６億510

万5,551円、執行率67.6％でございます。

、 。最後に 資料の29ページをお願いいたします

裏表紙の前のページでございます。

監査結果報告書における指摘事項及び注意事

項等を記載しております。これらの指摘事項等

に対しましては、直ちに改善を図ったところで

ございます。また、お手元の別冊でございます

が、平成28年度宮崎県歳入歳出決算審査意見書

におきましては、１件の審査意見がありました

ので、これにつきましては、後ほど関係課長か

ら説明を申し上げます。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、それぞれ担当課室長が説明をいた

しますので、よろしくお願い申し上げます。

まず、総務課につきまして御○亀澤総務課長

説明いたします。

同じく決算特別委員会資料でございます。総

務課のインデックスのところ、４ページをお開

きください。

一番上の（款）教育費の欄でありますが、平

成28年度の総務課の一般会計予算額は32億4,868

万8,000円でありまして、支出済額は32億1,971

、 、万4,167円で 差し引き不用額は2,897万3,833円

執行率は99.1％となっております。

このうち目の不用額が100万円以上のものにつ

きまして御説明申し上げます。

同じ４ページの中ほどにあります（目）事務

局費の不用額が2,282万27円となっております。

主なものは、事務局職員の職員費などの執行残

であります。

次に、５ページをお開きいただきまして、１

段目にあります（目）教育研修センター費の不

用額が149万4,474円となっております。主なも

のは、研修センター運営費などの執行残であり

ます。

続きまして、同じページ、下段のほうにあり

ます 目 社会教育総務費の不用額が303万6,978（ ）

円となっております。これは、事務局職員の職
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員費の執行残であります。

、 、（ ）その下 ６ページの１段目でありますが 目

保健体育総務費の不用額が123万3,878円となっ

ております。これも、同じく事務局職員の職員

費の執行残であります。なお、目の執行率で90

％未満のものはございません。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。

資料かわりまして、お手元の主要施策の成果

に関する報告書、総務課のインデックスのとこ

ろ349ページをお開きいただきますでしょうか。

タイトルとしまして、２の未来を担う人財が

育つ社会の（４）魅力ある教育を支える体制や

環境の整備・充実についてであります。

ページ中ほどの教育研修センター施設改修事

業でありますが これは 平成26年度から平成28、 、

年度までの３カ年計画で、教育研修センターの

建てかえ等を行ったものでございます。平成28

年度におきましては、旧本館の解体工事や外構

工事などを行ったところでございます。

新教育研修センターは、昨年の５月にリニュ

ーアルオープン式をいたしまして、早速、昨年

度から本県の教育を担う人材育成の拠点として

教職員研修や学校への支援を積極的に進めると

ともに、生涯学習・社会教育、キャリア教育に

関する支援並びに教育相談機能の充実を図って

いくこととしております。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

最後になりますが、監査委員の決算審査意見

書に関しては、特に報告すべき事項はありませ

ん。

総務課は以上でございます。

財務福利課でございま○柚木崎財務福利課長

す。資料戻りまして、決算特別委員会資料の財

務福利課のインデックスのところ、７ページを

お願いいたします。

まず、表の一番上をごらんください。一般会

計についてでありますが、予算額69億6,633

万2,000円に対しまして、支出済額68億1,794

万1,145円 翌年度繰越額6,100万円 不用額8,739、 、

万855円でありまして、執行率は97.9％でござい

ます。

このうち目の不用額が100万以上のもの、及び

執行率が90％未満のものについて御説明を申し

上げます。

まず、表の上から５段目をごらんください。

（目）事務局費におきまして、不用額が3,884

万6,968円となっております。この主なものは、

県立学校の補修工事等に係る入札の執行残や高

等学校等就学支援金の実績額が見込みを下回っ

たことによる執行残であります。

続きまして、８ページをお願いいたします。

表の上から２段目 （目）教職員人事費におき、

まして、不用額が102万4,995円となっておりま

す。この主なものは、職員の健康管理事業に係

る委託料等が見込みを下回ったことによる執行

残であります。

次に、表の下から３段目 （目）恩給及び退職、

年金費におきまして、不用額が178万7,292円と

なっております。この主なものは、恩給受給者

の死去に伴う恩給支給額の減少によるものであ

ります。

次に、９ページをお願いいたします。

表の上から３段目 （目）高等学校管理費にお、

きまして、不用額が874万6,807円となっており

ます。この主なものは、県立学校41校の一般運

営費等の執行残であります。

次に、10ページをお願いいたします。

表の上から３段目 （目）特別支援学校費にお、
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きまして、不用額が3,324万5,971円となってお

ります。この主なものは、特別支援学校13校の

一般運営費等の執行残及び特別支援教育就学奨

励費の実績が見込みを下回ったことによる執行

残であります。

次に、11ページをお願いいたします。

表の上から３段目 （目）保健体育総務費にお、

きまして、不用額が111万3,772円となっており

ます。この主なものは、要保護及び準要保護児

童生徒援助費の実績が見込みを下回ったことに

よる執行残であります。

次に、表の下から４段目 （目）文教施設災害、

復旧費におきまして、執行率が11.1％となって

おります。これは、翌年度繰越額が6,100万円あ

ることに伴うものであります。

次に、12ページをお願いいたします。

県立学校実習事業特別会計であります。表の

上から４段目 （目）高等学校管理費の不用額、

が3,248万9,772円、執行率が84.4％となってお

ります。この主なものは、施設設備等の修繕料

の執行残や燃料費の節減等によるものでありま

す。

次に、13ページをお願いいたします。

育英資金特別会計であります。表の上から４

段目 （目）事務局費の不用額が５億7,261万5,779、

円、執行率が65.5％となっております。

この主なものは、貸付予算額と実績額の差額

によるものなどであります。

なお、不用額につきましては、平成29年度以

降の貸付金の原資となるものであります。

、 。委員会資料につきましては 以上であります

続きまして、資料かわりまして、主要施策の

成果に関する報告書をお願いいたします。

財務福利課のインデックスのところ、350ペー

ジをお願いいたします。

。主なものにつきまして御説明を申し上げます

初めに、次のページ、351ページをお願いいた

します。

（４）魅力ある教育を支える体制や環境の整

備・充実であります。

施策推進のための主な事業及び実績につきま

して、表の一番上の維持管理であります。

これは、県立学校54校の維持管理や、18校33

棟の老朽化対策工事等を実施したものでありま

す。

続きまして、その下の育英資金貸与でありま

す。

育英資金につきましては、一般育英資金

が3,222人、へき地育英資金が183人、合わせ

て3,405人に貸与したところであります。

次に、その下の学校職員健康づくり推進であ

ります。これは、教職員を対象としたメンタル

ヘルス研修や公立学校の全事務長を対象とした

管理職研修等を実施するとともに、メンタルヘ

ルス不調の防止のため、臨床心理士や教職員Ｏ

Ｂ職員による相談事業等に取り組み、教職員が

能力を十分発揮できる環境の整備を行ったもの

であります。

主要施策の成果については以上であります。

続きまして、宮崎県歳入歳出決算審査意見書

の45ページをお願いいたします。

（ ） 。11 育英資金特別会計についてであります

ページの一番下のほうにあります意見・留意

事項等におきまして 「貸付金の償還促進につい、

ては、さまざまな対策が講じられているが、収

入未済額は、前年度に比べ大幅に増加している

、 、ことから その解消と新たな発生防止について

引き続き努力が望まれる」という意見をいただ

いております。

収入未済額が増加をしている主な原因は、返
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還者の増加に伴う返還総額が増加しているもの

であります。

これまで、滞納の未然防止策として、必要以

、 、上に借り過ぎないよう 貸与額の選択制の導入

あるいは収納率の向上を図るよう、返還金の口

座振替やコンビニ収納を実施したところであり

ます。

さらに、滞納額の縮減策として、債権管理員

による滞納者への電話や文書などによる催告を

徹底するとともに、それでも支払う意思が見ら

、れない長期滞納者等に対しては法的措置として

支払い督促申し立てを行うなど対策を講じてい

るところであります。

今後とも、償還促進に取り組み、収入未済額

の解消と新たな発生の防止について、引き続き

努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

学校政策課分について御○吉田学校政策課長

説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料にお戻りくださ

い。

学校政策課のインデックスのところ、14ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

一番上の教育費の欄でございますが、学校政

策課の予算額は、４億9,175万4,400円で、支出

済額が４億6,452万8,541円、不用額が2,722

万5,859円、執行率は94.5％であります。

このうち目の不用額が100万円以上、または執

。行率90％未満のものについて御説明いたします

まず、表の３行目、事務局費の執行率が79.4

％であります。これは、産業教育審議会委員の

報酬や県立学校評議員の報償費及び旅費の執行

額が見込みより少額であったためであります。

次に、中ほどの教育指導費の不用額2,269

万8,034円であります。主なものは、初任者研修

における後補充の非常勤講師の報酬や旅費、ま

た、教職員10年経過研修等における教職員に対

する旅費、さらに、見る、知る、体験する！高

校生の県内企業理解推進におけるバス借り上げ

などの使用料及び賃借料と外部講師への報償費

の執行残であります。

15ページをお開きください。

表の２行目、高等学校総務費の不用額113

万7,331円であります。これは、入試問題作成の

事務に係る需用費及び役務費の執行残でありま

す。

表の中ほどの教育振興費の不用額197万8,427

円及び執行率が83.7％であります。主なものと

しまして、地域産業を支える元気な担い手育成

の流通販売や新商品の研究開発における外部指

導者への報償費及び旅費、また定時制・通信制

つながる夢支援の交流行事における使用料及び

賃貸借料の執行残であります。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。お手元の主要施策の成果に関する報告書

の学校政策課のインデックスのところ、354ペー

ジをお開きください。

２、未来を担う人財が育つ社会の（２）社会

を生き抜く基盤を育む教育の推進についてであ

ります。表の上の段、新規事業「子どもの学び

を高める“ひむか”の授業づくり推進」であり

ます。

授業改善を目的とした重点支援校を63校指定

しまして、市町村教育委員会と連携を図りなが

ら、支援訪問を定期的に実施いたしました。

また、県内各中学校の教員を対象とした学習

指導のポイントについて、共通理解を図る授業

、づくり研修会を開催するなどの取り組みにより

授業の工夫・改善に対する教職員の意識が向上

し、その結果、各種調査において、子供の学力
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の変容に一定の成果が見られるようになってき

たところであります。

356ページをお開きください。

表の２段目、改善事業「スクールソーシャル

ワーカー活用」であります。

学校の教育相談体制の充実を図るために、ス

クールソーシャルワーカーを４人増の12人と配

置し 児童生徒が抱える諸問題の解決支援を行っ、

てきたところであります。

平成27年度より188件増の685件に対応するこ

とができ、事案解消率も4.4ポイント上昇させる

ことができました。

次に、360ページをお開きください。

（３）宮崎や日本、世界の将来を担う人財を

育む教育の推進であります。表の１段目、新規

事業「見る、知る、体験する！高校生の県内企

業理解推進」であります。

これは、県内８エリアに配置した、就職支援

エリアコーディネーターによる学校と県内企業

を結びつけるエリアネットワーク会議の開催の

ほか、県内企業見学会やインターンシップの充

実等による県内企業の理解を図ったところであ

ります。

これらの取り組みにより、平成28年度の就職

決定率は調査開始から最高の99.2％となりまし

たが、県立高校生の県内就職率は、前年比2.1ポ

イント増の54.4％であります。今後も、引き続

き、学校と企業の接点をふやし、商工観光労働

部と一体となって、県内企業理解を推進する取

り組みを図ってまいりたいと考えております。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

学校政策課からの説明は以上でございます。

特別支援教育室関係○川越特別支援教育室長

について御説明いたします。

、決算特別委員会資料にお戻りいただきまして

特別支援教育室のインデックスのところ、17ペ

ージをお開きください。

表の一番上の（款）教育費の欄でございます

が、特別支援教育室の予算額は8,047万1,000円

で、支出済額が7,525万6,197円であり、不用額

は、521万4,803円であります。執行率は93.5％

となっております。

このうち、目の執行残が100万円以上のものに

ついて御説明を申し上げます。

表の３段目にございます （目）教育指導費の、

不用額が521万4,803円となっております。不用

額の主なものは、報酬並びに旅費等の執行残で

ありまして、人件費に係るものであります。な

お、90％未満の執行率の目はございませんでし

た。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。資料かわりまして、主要施策の成果に関

する報告書の特別支援教育室のインデックスの

ところ、364ページをお願いいたします。主なも

のについて御説明を申し上げます。

表の１番目にございます特別支援学校医療的

ケア実施事業であります。これは、特別支援学

校において、安全安心な学校生活を送るととも

に、保護者の負担軽減を図るため、児童生徒に

痰の吸引等の医療的ケアを実施するもので、８

校へ25人の看護師を配置いたしました。

また、教員に対しても研修を実施し、事故等

なく適切に医療的ケアを実施することができま

した。

次に、365ページをお願いいたします。

表の１番目にございます、新規事業「キャリ

アアップ！特別支援学校高等部生就労・自立支
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援事業」であります。これは、自立支援体制の

充実や企業等への就労に向けた理解啓発を強化

することで、特別支援学校高等部生徒の自立支

援を推進するものであります。

、特別支援学校流通サービスチャレンジ検定は

４部門の検定を行うとともに、作業学習指導者

養成研修会を３回実施いたしました。また、障

がいの理解啓発のため、企業等を対象に学校見

学会を実施するとともに、５名の自立支援推進

員が職場開拓や生活に係る相談等に対応してき

ました。これらの取り組みの結果、高等部卒業

生の就職希望者65人のうち49人が就職すること

ができました。

次に、表の２番目にございます改善事業「共

」 。に学び支え合う理解啓発充実事業 であります

これは、次世代を担う高校生を対象に、障がい

に対する理解や受容を深める学習を通して、共

生社会に向けた人づくりを行うもので、障がい

のある方やその家族等による授業を県内全ての

高等学校39校で実施いたしました。

また、障がいに関する理解啓発活動として、

地域の公民館で行われる文化祭等で、特別支援

学校に在籍する子供たちの作品展示や学習内容

の発表を県内全ての特別支援学校で実施をして

おります。

主要施策の成果につきましての説明は以上で

ございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

説明は以上でございます。

教職員課でございます。決○黒木教職員課長

算特別委員会資料の教職員課のインデックスの

ところ、18ページをお願いいたします。

（款）教育費の欄でありますが、予算額は922

億5,078万5,058円、支出済額は、915億6,469

万3,254円、不用額は６億8,609万1,804円、執行

率は99.3％となっております。

このうち目の不用額が100万円以上のものにつ

きまして御説明いたします。

まず、３段目 （目）の教職員人事費の不用額、

が４億4,466万1,496円となっております。この

不用額の主なものは、退職手当費の執行残であ

ります。

次に、19ページをお開きください。

上から２段目の 目 教職員費の不用額が7,319（ ）

万2,016円、８段目の（目）教職員費の不用額

が6,654万5,940円、中ほど、14段目の（目）高

等学校総務費の不用額が、6,078万4,042円、下

から５段目の（目）特別支援学校費の不用額

が、4,090万8,310円となっております。

これらの不用額の主なものは、いずれも教職

。員の給料及び職員手当等の執行残でございます

なお、目の執行率が90％未満のものにつきま

しては、該当はありません。

続きまして、別の資料になりますが、主要施

策の成果についてでございます。主要施策の成

果に関する報告書の教職員課のインデックスの

ところ、367ページをお願いいたします。

２、未来を担う人財が育つ社会の（４）魅力

ある教育を支える体制や環境の整備・充実につ

いてであります。

中ほどの表にあります、やる気、元気！自ら

学び続ける教職員のキャリア形成推進でござい

ます。次世代の教育を担う若手や中堅の教員を

対象としたマネジメントリーダー養成塾を４塾

開設し、24人が参加をいたしました。

各塾において本県教育の課題解決に向けた研

究やマネジメント力を高める研修等を実施し、

次世代のマネジメントリーダーの育成を図った

ところでございます。
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また、他の教員の模範となるスーパーティー

チャー17名を委嘱し 平成28年度は 延べ１万485、 、

人の教員が授業公開や研修会に参加をいたしま

した。

施策の進捗状況につきましては、教員の95.8

％が授業の改善に努めております。

このほか、教員を希望する学生や講師等を対

象とした宮崎教師道場の実施などを通して、教

員全体の資質向上を図ったところであります。

最後になりますが、監査委員の決算審査意見

、 。書に関して 特に報告すべき事項はありません

教職員課は以上であります。

。○後藤生涯学習課長 生涯学習課でございます

決算特別委員会資料に戻っていただきまして、

生涯学習課のインデックスのところ、20ページ

をお開きください。

一番上の（款）教育費の欄でありますが、生

涯学習課の予算額は５億2,621万5,000円、支出

済額は５億1,969万2,333円 不用額は652万2,667、

円であり、執行率は98.8％となっております。

このうち、目の不用額が100万円以上のものにつ

いて御説明いたします。

同じ20ページの上から３段目 （目）社会教育、

総務費の不用額は342万7,281円となっておりま

。 、「 」す 主なものは みんなで育てるみやざきっ子

推進に係る市町村補助金の額確定に伴う負担金

・補助及び交付金の執行残であります。

次に、21ページをごらんください。

一番上の段 （目）図書館費の不用額は111、

万4,416円となっております。主なものは、県立

図書館における光熱水費等の経費節減に伴う需

用費の執行残であります。

次に、22ページをごらんください。

一番上の段、（目）美術館費の不用額は198万

970円となっております。主なものは、県立美術

館における県美術展の審査員等の旅費や管理運

営に係る役務費と委託料の執行残であります。

なお、目の執行率が90％未満のものは該当が

ございません。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

資料がかわりまして、主要施策の成果に関す

る報告書の生涯学習課のインデックスのとこ

ろ、369ページをお開きください。

１、安心して子どもを生み、育てられる社会

（ ） 。の １ 子育て支援の充実についてであります

新規事業「みやざき家庭教育サポートプログ

ラム」普及では、トレーナーを派遣して、本プ

ログラムを活用した講座を行い、受講者に親と

しての役割や子供とのかかわりなどに関する気

づきを促すことができました。

また、地域ぐるみで家庭教育を支える環境づ

くりを啓発するためのリーフレットと、本プロ

グラムの紹介ＤＶＤを作成し、全県的な家庭教

育支援の機運の醸成を図るための取り組みを進

めたところであります。

次に、370ページをお開きください。

２、未来を担う人財が育つ社会の（１）県民

。総ぐるみによる教育の推進についてであります

新規事業「みんなで育てるみやざきっ子」推

進では、学校支援地域本部事業、放課後子供教

室推進事業、土曜日の教育支援体制等構築事業

の３つの補助事業を行い、地域全体で子供の学

びを支援するための体制整備の充実を図りまし

た。

また、学校と地域の連携・協働を推進するた

め、研修会やアシスト企業連絡会を実施するな

ど、県民総ぐるみによる教育の推進を図ってい

るところであります。

次に、372ページをお開きください。



- 32 -

平成29年10月４日(水)

（２）社会を生き抜く基盤を育む教育の推進

であります。新規事業「 日本一の読書県」を目「

指した総合推進」では、障がいに対する理解を

深める講演会や研修会を行うとともに、県民の

読書に関する関心を高めるためのシンポジウム

等を行いました。

また、県立図書館においては、移動図書館車

「やまびこ」にかわり、図書の定期配送を行う

「やまびこ文庫」をスタートさせるとともに、

市町村図書館を通じて県立図書館の図書資料を

県民に貸し出すマイラインサービスを週１回配

送から毎日発送とするなど、全県的な読書環境

の向上に取り組んでおります。

次に、373ページをごらんください。

３、生涯を通じて学び文化・スポーツに親し

む社会の（１）生涯学習の振興についてでござ

います。

表の３段目、改善事業「未来へつなぐみやざ

きの神話・民話継承人財育成」では、宮崎の神

話・民話等に関する講演会や、語り部を養成す

るための講座等を開催し、宮崎の言語文化の価

値を伝えるとともに、次世代に語り継ぐ活動を

推進しております。

続きまして、375ページをお開きください。

（２）文化の振興についてでございます。

表の２段目、新規事業「旅する美術館・みん

なでアート （タビビ）では、２つの町で、県立」

美術館収蔵作品の展示を行い、また、身近なも

のを利用して造形体験ができる場を設けること

で、子供から大人まで多くの県民が、気軽に本

物の美術作品やアートに親しめる機会を提供し

たところであります。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して特

に報告すべき事項はございません。

生涯学習課は、以上でございます。

スポーツ振興課でご○古木スポーツ振興課長

。 、ざいます 初めの資料にお戻りいただきまして

決算特別委員会資料 スポーツ振興課のインデッ、

クスのところ、23ページをお開きください。

一番上の（款）教育費の欄でございますが、

スポーツ振興課の予算額は９億7,617万7,000円

に対しまして、支出済額は９億4,865万3,070円

となっております。不用額は2,752万3,930円で

、 。ありまして 執行率は97.2％となっております

このうち、目の不用額が100万円以上のものにつ

きまして、御説明をいたします。

23ページ、上から３段目 （目）保健体育総務、

。費の不用額が1,996万6,039円となっております

この不用額の主なものは、負担金・補助及び交

付金で、日本スポーツ振興センター共済給付金

に係る執行残でございます。

続きまして、24ページでございますが （目）、

体育振興費の不用額が747万9,277円となってお

ります。この不用額の主なものは、委託料で、

宮崎から世界へ挑戦！ワールドアスリート発掘

・育成プロジェクト事業に係る執行残でござい

ます。

なお、執行率が90％未満のものはございませ

ん。

続きまして、主要施策の成果についてでござ

います。

資料がかわりまして、お手元の主要施策の成

果に関する報告書をお願いいたします。

スポーツ振興課のインデックスのところ、377

ページをお開きください。

、 。主なものにつきまして 御説明をいたします

人づくりの２、未来を担う人財が育つ社会の

（２）社会を生き抜く基盤を育む教育の推進に
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ついてでございます。

まず 下の表の２番目にあります改善事業 運、 「

動大好き！学校体育活動充実事業」では、全公

立学校で、体力向上プランを作成し、体力向上

の計画的な取り組みを推進するなど、児童生徒

の体力向上に努めたところでございます。

次に、378ページをごらんください。

上の表にございます豊かな心・健やかな体を

育む食育推進事業では、椎葉村に委託をし、村

内産食材を使った料理教室や農家との連携によ

る畜産体験などを通して、児童生徒の地域の食

文化に対する理解を促す取り組みを行ったとこ

ろでございます。

続きまして、379ページをごらんください。

３、生涯を通じて学び・文化・スポーツに親

しむ社会の（３）スポーツの振興についてでご

ざいます。

次のページをめくっていただきまして、380ペ

ージをごらんください。

まず、表の一番上にございます改善事業「宮

崎から世界へ挑戦！ワールドアスリート発掘・

育成プロジェクト事業」では、小学校４年生と

６年生を対象にオーディションを開催いたしま

した。48名の２期生を選考し、さまざまな身体

的トレーニングや知的トレーニング等の育成プ

ログラムを通して、資質の向上に努めたところ

でございます。

続いて、表の下から３番目にございます、

“ ” 、1130 県民運動ライフスポーツ推進事業では

１週間に１回以上、30分以上は運動・スポーツ

をしようという 1130 県民運動を推進し 1130“ ” 、

体操の出前講座などを実施いたしたところでご

ざいます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

以上でございます。

国体・高校総○萩尾国体・高校総体準備室長

体準備室でございます。

資料かわりまして、決算特別委員会資料、国

体・高校総体準備室のインデックス、25ページ

をお開きください。

一番上の（款）教育費の欄でございますが、

予算額は1,895万4,000円、支出済額が1,836

万3,400円、不用額は59万600円、執行率は96.9

％となっております。

なお、目の不用額が100万円以上のもの、執行

率が90％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果に関する報告書をお願

いいたします。

国体・高校総体準備室のインデックス、383ペ

ージをお開きください。

表にあります新規事業 国体準備スタートアッ「

プ事業」は、県有主要体育施設整備の基本構想

（案）の策定に向けた基礎調査として、専門の

コンサルタントに委託し、施設規模や仕様、整

備候補地の調査・研究、競技団体や市町村の意

向調査等を行い、各施設の整備候補地を２カ所

に絞り込みました。

これらの調査結果を踏まえまして、先日の議

会で御報告したとおり、整備地を決定したとこ

ろであります。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

国体・高校総体準備室は以上でございます。

文化財課でございます。文○谷口文化財課長

化財課につきまして御説明いたします。

決算特別委員会資料をお願いいたします。文

化財課のインデックスのところ、26ページをお

開きください。

一番上 款 教育費の欄でありますが 平成28、（ ） 、



- 34 -

平成29年10月４日(水)

年度の文化財課の一般会計予算額は５億1,767

万5,000円、支出済額は４億9,708万2,005円、繰

越額は1,605万9,600円、不用額は453万3,395円

でありまして、執行率は96.0％、翌年度への繰

越額を含めますと99.1％となっております。

このうち目の不用額で100万以上のものにつき

まして、御説明申し上げます。

同じ26ページの上から４段目 （目）文化財保、

。護費の不用額が362万1,643円となっております

主なものは、宮崎県近代化遺産総合調査に伴う

報告書作成費用の見積もり合わせ結果による事

業の執行残や発掘調査等に係る使用料及び賃借

料の執行残などであります。

なお、目の執行率で90％未満のものはござい

ません。

次に、主要施策の成果についてであります。

お手元の主要施策の成果に関する報告書をお

願いいたします。文化財課のインデックスのと

ころ、384ページをお開きください。

３の生涯を通じて学び、文化・スポーツに親

しむ社会の（２）文化の振興についてでありま

す。

ページの一番上にあります改善事業「めざそ

う神楽の世界無形文化遺産！みやざきの民俗芸

能活性化」でございます。これは、神楽のユネ

スコ無形文化遺産登録に向けて、県内各地に継

承されている神楽面や文書などを調べる現地調

査や、映像・音声を記録する演目調査などを実

施するとともに、九州管内の国指定神楽保存団

体による九州の神楽ネットワーク協議会を設立

するなど、他県との連携の拡充を図ったところ

であります。また、みやざきの神楽魅力発信委

員会編集によるみやざきの神楽ガイドブックを

発行するなど、宮崎の神楽の情報発信にも努め

たところでございます。

次に、385ページをお開きください。

ページの一番上にあります、みて ふれて

。 、体験する文化財活動促進でございます これは

総合博物館、埋蔵文化財センター、西都原考古

博物館の３館が、その特徴を生かし、出張講座

や移動展示、県民参加型の体験イベントとして

古代復元住居の改修を行うなど、アウトリーチ

活動の促進や多様な学習機会の充実に努めたと

ころであります。

次に、同じページの中ほどにあります、宮崎

県近代化遺産総合調査でございます。これは、

幕末から太平洋戦争終戦までの間につくられた

建造物の保存・活用を図るために、調査委員会

を設置し、本県の近代化に貢献した産業・交通

・土木等に関する建造物の選定や調査、評価を

行い、報告書の作成を行ったものであります。

、 。主要施策の成果については 以上であります

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

文化財課は以上でございます。

人権同和教育室でご○米村人権同和教育室長

ざいます。決算特別委員会資料、人権同和教育

室のインデックスのところ、28ページをお開き

ください。

（款）教育費の欄でございますが、人権同和

教育室の予算額は817万円、支出済額は803

万7,912円 不用額は13万2,088円 執行率は98.4、 、

％であります。

目の執行残が100万円以上のもの、及び執行率

が90％未満のものにつきましては、いずれも該

当がありません。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。

資料かわりまして、主要施策の成果に関する

報告書、人権同和教育室のインデックスのとこ
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ろ、388ページをごらんください。

２、未来を担う人財が育つ社会の（２）社会

を生き抜く基盤を育む教育の推進についてであ

ります。

まず、表内の一番上、人権啓発資料作成につ

いてであります。

これは、学校や家庭で児童生徒が人権につい

て考えるための資料として 「ファミリーふれあ、

い」を作成し、小・中・県立学校の１年生全員

に配付しているものであります。

、 。 、昨年度は ３万2,800冊を作成しました また

より広く活用していただくために インターネッ、

ト上でも公開をしております。

次に、中学生の人間関係づくり「コミュニケ

ーション能力」育成についてであります。

この事業では、対人関係に悩み、自己表現や

他者理解の難しさを感じる時期である中学生を

対象に 生徒がお互いに思いやり 支え合う ピ、 、 「

ア・サポート」に関する知識や技能を身につけ

させ、仲間とともに支え合う人権感覚を育むた

めに、公立中学校７校を推進校に指定し 「ピア、

・サポート活動」に取り組むとともに、周辺の

中学校の先生方にも研修に参加していただくな

どしております。

また、高い専門性を持って指導できる教職員

の育成にも取り組んでおります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して

特に報告すべき事項はありません。

人権同和教育室は以上でございます。

。○新見主査 執行部の説明が終了いたしました

委員の皆さんから質疑があったら出していただ

けますでしょうか。

まずは、主要施策の成果に関する○図師委員

報告書の中で、総務課、財務福利課、学校政策

課、教職員課の中にそれぞれあります、未来を

担う人財が育つ社会の項目の施策目標が、一言

一句一緒なんです。これは、恐らく未来みやざ

き創造プランの中の人づくりの柱、それをより

具体化させた施策目標が各課に共通しているも

のであるということで、一言一句同じ施策の目

標がそれぞれで掲げられていると思います。そ

の目標に関して、それぞれの課が違った角度か

、 、らさまざまな事業で具現化してる内容で また

。その成果がここに出てきているとは思うんです

その施策の目標の中にありますＩＣＴの利活

用って子供たちが意欲的に学ぶ環境や高校教育

の専門性、多様な教育ニーズに対応した教育が

行われる社会を目指すということが掲げられて

おるわけなんですが、これは、より具体的には

どういうものを目指されているのかを教えてく

ださい。

何ページですか。○新見主査

何ページにもわたっています。例○図師委員

えば、349ページにもあり、351ページにも。で

すので、４課にまたがって同じ柱というか、同

じ政策目標が掲げられておる中の一つに、ＩＣ

Ｔの利活用というものが出てきておるところな

んですが、これは何を目指されているのか。ま

た、それに関する事業がどこにあったのかをあ

わせて教えていただければと思います。

施策の報告書の355ページ○吉田学校政策課長

の一番上に、県立学校「教育の情報化」推進と

いう事業があります。そこでは、県立高等学校

にＩＣＴ環境整備ということで、タブレット端

。末を平成26年度から計画的に導入しております

それから、業務委託ですけれど、ＩＣＴシス

テムの運用の保守に予算を使っている状況であ

ります。防災メールの配信システム等です。

総務課におきましては、教育○亀澤総務課長

研修センターの運営費を予算措置しておりまし
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て、先ほど御説明しました委員会資料の５ペー

。ジのところに教育研修センター費がございます

その中に、教育研修センターで行っております

ＩＴ関係、教育ネットひむかと申しまして、教

育委員会のいろいろなコンテンツ、それと、学

校で使えるような情報提供をやっております。

それと、学校のほうのホームページとかを作成

するための経費につきまして、指導を含めて、

教育研修センターでやっておりまして、それに

伴います予算がネットワーク運営関係で大

体3,600万ほど実施しているところでございま

す。

財務福利課では、この○柚木崎財務福利課長

魅力ある教育を支える体制や環境の整備・充実

の施策の目標、ＩＣＴの利活用については、実

積はございません。

ただ、その関連としまして、教育の基盤整備

ということで、教育用パソコンの整備を行って

いるところでございます。

教職員課の事業といたしま○黒木教職員課長

しては、成果報告書367ページでありますけれど

も、その施策の目標、５つ丸がございますが、

その一番上の項目、教職員の養成や評価・任用

等により、優れた資質を備えた魅力ある教職員

が力を発揮する社会を目指すという目標に向け

て、主な事業として、やる気、元気！自ら学び

続ける教職員のキャリア形成推進を行っており

ます。

それぞれの課がそれぞれ違った角○図師委員

度で、この施策の目標を具現化されているもの

だとは思っておりますが、余りにも、課がまた

がり過ぎていて、非常にぼんやりとした取り組

みになっているのではないかなと。特に、今の

御答弁の中でも、ＩＣＴとＩＴを何かはき違え

られているような御答弁もありまして タブレッ、

トを配れば、ＩＴの一端を生徒たちに学ばせる

ことにはなると思うんですが、それは、ＩＣＴ

ではありません。やはり、生徒同士とか学校同

、 、 、士 もっというと 学校とほかの県の学校とか

そういうものとのコミュニケーション。実際に

その場にはいないけれども、リアリティという

か、オンタイムなコミュニケーションのやり取

りができる、そういうものがＩＣＴの取り組み

だと思うんですが、そういうものについて、何

をされているのかがなかなか伝わってこないと

ころがあります。ただ、これは、長期計画の中

の一つの柱でしょうから、前年度それが達成で

きてなくても、今後何らかの取り組みがされて

いくんだろうとは思います。

生徒たちが、そういうものを利用して、今ま

でにない教育環境を得られていくこと、また、

その学校にいなくとも、ほかの学校の先生の授

業が受けられるようになるとか、ほかの学校の

生徒と、より身近なコミュニケーションがとれ

るようになるというのは、すばらしいことだと

思いますので、この目標の方向性は間違ってな

いと思うんですが、それをどこがどういう形で

具現化していくのかが、私には見えてこないの

で。また、事業の成果を聞くと、どうもそこに

クローズアップしている事業はないなというの

が、率直な感想ではあります。

すばらしい目標を立てられ、また、複数課に

、またがって取り組みをされておるわけですから

今はＩＣＴだけを取り上げましたが、一つずつ

見ていく中で、こういうふうに目標だけが浮き

上がってしまっていて、地に足がついてないよ

うな気がしています。

今後、この施策の目標に沿ったより具体的な

事業がされることを期待いたします。

。○亀澤総務課長 御指摘ありがとうございます



- 37 -

平成29年10月４日(水)

先ほど研修センターのことでちょっと漏らした

件がございまして、いわゆる情報教育研修とい

うことで、教員の方々がＩＣＴ活用をどうやっ

ていくかという研修につきましても、研修セン

ターで実施しておりまして、ＩＣＴ、ＩＴの導

入、両方を含めたスタッフ育成を、研修センタ

ーで、基本的に一元的にやっておるところでご

ざいます。ＩＣＴの活用については、それを中

心にいろいろと庁内で組織立てて検討していき

たいと考えております。

先日、西米良村に行く機会があっ○横田委員

てお話を聞いたんですが、はっきり覚えてない

んですけれど、西米良村では、インターネット

を通じて東京の教師の方たちの塾をパソコン上

で開講して、子供たちの学力がかなりアップし

。てきているという話を聞いたことがあるんです

今、図師委員が言われたように、パソコンとか

タブレットを導入するのももちろん大事なこと

なんですけれど、問題はそれをいかに活用して

児童生徒の学力アップにつなげていくか、そう

いうことだと思いますので、ぜひこれからいろ

いろ知恵を絞っていただいて、しっかりとそう

いう活用を探していただければと思います。

教育委員会としての創造プランの○太田委員

テーマが、人づくりということで、考えてみる

と、人づくりといったら形がない、無形のもの

に対して、皆さん方が子供さんを見ながら、こ

の子が将来幸せになってほしいなとか、そんな

思いで現場で頑張っておられると思います。テ

ーマが人間の心のところを扱うものだから、な

かなか表現も難しいんですが、私は予算的なこ

とについては、本当に特別大きな問題はないと

思います。

施策の388ページの人権同和教育室の改善事業

として、中学生の人間関係づくり「コミュニケ

ーション能力」育成事業の説明の中で、他者と

の関係が学びづらくなったとかいう、何かいい

表現を使われたなと思って、そこのところをも

う一回、どういう目的でつくられたのかという

ことを。それから、ピア・サポート、ピアとい

うもの、私どもイメージはあるんですが、この

事業の中でのピア・サポートという意味をもう

一回教えていただきたいと思います。

中学生の時期といい○米村人権同和教育室長

ますのが、対人関係に悩み、自分を表現すると

か、ほかの方の難しさを理解するとか、そうい

うことがなかなか難しい、これは、自我の芽生

えにも関連するかと思うんですけれども。そこ

で、そういう中学生を対象に、生徒がお互いに

思いやり、支え合う、そういった知識、どうい

うふうにすればいいかといったことを学ばせて

いきたいというのが、このピア・サポート活動

でありまして、ピアというのは仲間という意味

であります。サポートというのは、支え合うと

いう意味でありまして、今、さまざまな場面で

子供たちが孤立化する、そういった最悪の結末

を迎えたりする状況もありますので、どう人と

つながるか、そして、自分が大切であり、人も

大切である、そういった思いを学ばせる活動を

しております。具体的にいいますと、コミュニ

ケーション活動として、教師の指導のもとで、

友達の相談にのったり、困っている仲間を支援

したりする、そういった活動に取り組んでおり

ます。

ここ辺が、教育として一番いいと○太田委員

ころだと思うんです。人のことを思うというこ

、 、 、とが 先生もそうですけれど 生徒さん同士も

その教育の中で、人のことを思うことができる

ことが、私一番大事じゃないかなと思って。こ

の教育の人づくりのテーマの中には、文化財関
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係とか図書館関係とかもいろいろあります。文

化財でも、例えば、神楽とか、ああいった文化

財の、余り光が当たっていないようなところで

もあるけれど、それは、総合的に人間の優しさ

というか、特に、本を読むなど、いろんな人の

体験を自分の身にしていくという意味では やっ、

ぱり何か人を思うことができるようになるよう

願いがあって。この人づくりというのは、全て

のセクションであると思うんです。

だから、私、このピア・サポートということ

が、基本としてずっと底辺にあってほしいなと

本当に思っております。

これは、先生方を養成する事業だろうと思う

んですが、そのことによって、教育の技術とし

て子供に波及させていくということでいいです

か、考え方としては。

そのとおりでござい○米村人権同和教育室長

ます。中学生の子供たちに豊かなコミュニケー

ション能力を育成して、そして、社会を生き抜

く力を育むことが最終目的でありますので、そ

うするために、先生方の指導力を高めるという

ことであります。

わかりました。170万ぐらいの予算○太田委員

ですけれども、こういった考えが、教育委員会

の底辺にあるであろうと思っております。

、 、それで 先ほど文化財とか言いましたけれど

神話とかも、恐らく過去の日本人がどのような

生活をしてきたのか、農業に慈しみながら、収

穫を祝って、それに感謝をするとかいう、恐ら

くそんなものもあるだろうし、やっぱり基本的

には、そういう優しさみたいなものがあるのか

なというふうに思います。

そういう視点で、もう一回聞かせていただく

と、351ページ、これは、財務福利課になります

けれど、ここに学校職員健康づくり推進事業と

いうのがあります。これは、メンタルの関係で

質問させていただくと、先生方が、子供さんの

教育をする中で、心が病んでいったりするとい

うのは、私もちょっと相談を受けたことがある

んですが、保護者の人たちとの関係で自信をな

くしたりとか、もしくは、子供とのやり取りの

中で、私の教育的な主張が子供さんに十分受け

入れられないとか、教室全体が何か私に対して

反抗的だなとか思うこと等で自信をなくされる

とか、もしくは、本人自身の心のちょっとした

ものもあるのかなと思うんですけれど。実は、

統合失調症であった人とも面会をしたことがあ

ります。いろいろ話をしてみると、極めて挑戦

的というか、攻撃的なもんだから、幾らこちら

がもっと緩やかにやりましょうよと言っても、

どうして聞き入れてもらえずに、なかなか難し

いなと思ったことがあります。そういう本人が

持っている病気もあったのかもしれないが、保

護者との関係、もしくは生徒との関係で、自分

の教育者としての自信をなくしていくこともあ

るのかなと考えると、474人これが全てとは思い

ませんが、どういう傾向があるのか。教育者と

しての自信喪失があるのかな、そこをどうにか

、してあげたいという思いで聞いているんですが

先生方のそういう心の問題というのは、どんな

傾向がありますか。

私どもの課では、相談○柚木崎財務福利課長

、 、事業等を受けておりますが 原因となるものは

学校の生徒指導面もありますけれども、家庭環

境であったり、後は教員同士での人間関係とか

さまざまなものがあり、一概にこれがというも

の、精神疾患の原因として突出しているものは

ちょっと思いつかないところではございます。

それで、相談体制を充実させること、臨床心

理士の巡回等も行っております。また、本年度
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からは、臨床心理士の相談事業も追加しており

ます。

あと、昨年度からは、ストレスチェック、職

員にまずは気づいてもらおうと、そういうこと

で、ストレスがあった人たちに対しましては、

個別にチェックの結果、高ストレスだと認めら

れる方には、まず面談を受けませんかと。とに

、かく本人が気づいていない場合もありますので

一次予防策を図っているところであります。

原因につきましては、残念ながらこれといっ

。たものは申し上げることがちょっとできません

、○太田委員 決めつけることはできないけれど

言われたように、例えば、先生方同士での言葉

のやりとりの中で傷ついたりとかいうことだっ

てあるんです。私も経験あるし、それは、みん

ながそうだろうと思います。この社会の中を生

き抜いていくときに 言わなくていいことを言っ、

ちゃうような人もいたり。ただ、学校でもいろ

んな人の配置をしていて、校長先生も恐らく先

生方それぞれの心の面倒を見てあげないといけ

ない立場の人だろうと思うんです。そういうの

が、社会の中で、組織という中で十分発揮され

てほしいなと思う気持ちがあります。

ただ、先生方に、それでいいんだよと、教育

者として、あなたのままでいいんだよという自

信をつけるメッセージを何か送ってほしいなと

いう気がするんです。そして、先生同士の間、

先ほど言われましたけれど、上司との関係もあ

るかもしれません。人間関係の問題もあるとす

るならば、それは、みんなで変えていくような

ものがあってほしいなと思って。確かに、原因

は、家庭の事情もあるかもしれません。ただ、

基本的には、さっき言ったピア・カウンセラー

的なもの、人のことを考えるというのが全てに

流れていないといけないと思うんです。ぜひ頑

張っていただきたいと思います。自信を持って

いただきたいという思いで言わせていただきま

した。

あと金額的なことで申しわけないんですが、

審査意見書の43ページ、県立学校実習事業特別

会計のところで、これ生徒さんたちが働いて収

入を得ておられるんだなと思って。この生産物

販売が１億7,300万程度ありますよね。これは、

主にどんなものなのかを聞きたいと思います。

基本的に農業に関する○柚木崎財務福利課長

実習になりますので、米、野菜等、さらには先

月宮城県でありました共進会、ああいった牛の

肉牛としての売却、あと乳牛、牛乳を直接販売

したり、南日本酪農に卸したりと、いろんな生

産物がありますけれども、基本的には、農業に

関係する生産物あるいはそれを加工した物もご

ざいます。ジャムにしたりとか、乳製品にした

、 、りとか そういったさまざまな物品を販売して

７校でトータルこれだけ売上を上げている状況

でございます。

視点として、この売上を上げなさ○太田委員

いとかいう意味ではないんです。これは、特に

実業系高校等では経理の問題で、収入があるの

に、それを別なところで扱っていたとかいうこ

ともかつてあったような。それで、こういった

ところできちんと管理していこうということ

だったかなという気もするんですが、この１

億7,000万は、総収入みたいなもんですよね。経

費は公的に見ておるんですか。これは総収入、

売上総額ということですか。

実習会計につきまして○柚木崎財務福利課長

は、基本的に人件費とか光熱水費については県

費で見ておりますので、そういったものを除い

て、原材料費から売上ということで、基本的な

収入だと思っていただいて結構でございます。
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財務福利課の中で、毎回出ている○徳重委員

かなと思いますが、育英資金の貸与でございま

す。3,222名、へき地は183名の方に貸与された

ということで、これは、年々ふえる傾向にある

のかどうか。27年度と比較してどれぐらい伸び

ているんですか。

、○柚木崎財務福利課長 貸与者につきましては

次の352ページの一番下の欄に掲載しております

が、トータルで昨年は3,405名、年々減少傾向に

ございます。ピークは、平成21年度に4,425人で

ございました。それから1,000人ぐらい減ってい

る状況でございます。

減っているということで、それは○徳重委員

結構なことかと思います。それにしても、審査

意見書の中でも出ておりますが、未済額がふえ

ていることについて、原因はどこにあると理解

すればいいんですか。

高校生育英資金につき○柚木崎財務福利課長

ましては、平成17年から国から移管されて、そ

れから、貸与者が年々増加しております。いわ

ゆる貸与と返還のサイクルが１サイクルするの

。 、 、が平成32年になります それまでは 総貸与者

総貸与額は増加をずっと続けていくと、安定し

たサイクルにはまだなっていない状況にござい

。 、 、ます それで 総額がふえているということで

、 、どうしても 年々ある一定の滞納が出ますので

それに伴って総額が今のところ増加していると

分析しております。

32年ごろまでには解消されるかも○徳重委員

しれませんが、これがずっと続くと非常に困る

ことになると思うんです。原資がなくなってし

まうというようなこともありますので、こうい

うことで努力してきたんだと、結果が何か出て

いれば。こういう方向でいったら少しは未済額

が少なくなってきたというような結果が出てお

れば教えてください。

私どもも、長期滞納者○柚木崎財務福利課長

とか、過年度の滞納につきましては、弁護士事

務所に委託したり、裁判所に法的措置を申し立

てたりしております。返還の意思を見せていた

、だける方も結構ふえてきているんですけれども

現実的には、そこですぐ数字に跳ね返らないと

いうことがございます。返還を開始したいけれ

ども、月々数千円ずつで何とか返済をしたいと

かいうことになりますので、その滞納者につい

ての催告、督促等で、支払いの意思を見せても

らうように努力をしておりますが、それが直ち

に返還未済額の解消とはなってない状況にござ

います。それで、なかなか数字的に、こういう

成果が上がりましたというのは、現在ちょっと

お示しできない状況がございます。

いずれにしても、とにかく県民の○徳重委員

税金から支払われているということですから、

少しでも回収できるように最善の努力をしてい

ただきたいなとお願いをしておきたいと思いま

す。

356ページ、学校政策課のネットト○横田委員

ラブル対策推進事業についてですけれど、目安

箱サイトというのが書いてあります。このアク

セス数が1,148件ということですが、アクセス数

とこの目安箱を通して実際に相談があった件数

はちょっと違うんじゃないかと思うんですけれ

ど 実際の相談の数はどれぐらいあったんでしょ、

うか。

この目安箱サイト自体のア○金子学校支援監

クセス件数につきましては1,148件あったんです

が、その中で、実際に投稿をされたものにつき

ましては５件となっております。この目安箱サ

イトは、そこに入りますと、いろんな情報が見

れまして、過去の例えばそういう問題とか、あ
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るいはどうしたらその問題を解決できるかとい

うのが書かれております。アクセスするだけで

も、解決に至るといった仕組みになっておりま

すので、実際の投稿数とすればわずか５件なん

、 、ですけれど いたずらもあるかもしれませんが

開いてみることで幾らか解決できたということ

ではないかなと捉えております。

わかりました。それを開いてみる○横田委員

ことによって、自分が悩んでいることと同じよ

うな相談内容が書かれていて、それで、自分自

身で解決に向けていけたということかなと思い

ますけれど、その相談があった５件には、どん

な対応をされたんでしょうか。

具体的には、学校政策課に○金子学校支援監

その内容が送られてきまして、どんな内容の相

談であったかがわかるわけなんですが、実際に

具体的な相談に関するものは、そのうちの２件

だけで、例えば、学校等がわかれば、学校にお

知らせする形で対応しております。

目安箱に投稿するということは、○横田委員

よっぽど深刻な問題を抱えているんじゃないか

なと思いますので、匿名とかだったら対応しよ

うがないとは思うんですけれど、投稿してくれ

た児童生徒のことを考えて、できるだけ解決に

向けての努力をしていただければと思います。

、 、それから 363ページの学校政策課ですけれど

生徒数の減少が著しい地域における教育の活性

化のために、連携型中高一貫教育校の開設が有

力な一つの方策であると判断したと書いてあり

ますが、具体的にどういうメリットを感じて有

力な方策と判断をされたのか教えていただきた

いんですけれど。

今ここに出ているのは、○吉田学校政策課長

串間市の例なんですが、小中高と一貫で教育を

することで、実際に外に出ていく生徒の数も減

らせるのではないかと。それから、一貫して教

育することで、地域の理解が深まるですとか、

、あるいは入試を簡便なものにすることによって

地元の生徒を育てられるというふうに、小中高

一貫することで、一つの教育体制がなせると。

流出を防げるということと、少人数でも地域に

根づいた教育ができるという感覚があると思い

ます。

ことしの調査で新富の新田中に行○横田委員

かせてもらったんですけれど、あそこもすごく

いい成果が出ているという話で、非常に効果の

ある考え方なんだろうなと思います。

これは、生徒数の少ないところでないと、こ

ういう効果は出ないもんなんでしょうか。なか

なか規模が大きくなると難しくなるとは思うん

ですけれど。

小中一貫の教育を進める目○金子学校支援監

的は、それぞれ市町村によって異なります。例

えば、大きい学校を統合しまして、規模の大き

い中で子供たちを育てたいということもありま

すし、へき地とは限りませんが、少人数の学校

で、どうしてもこのままでいくと存続が難しい

という地域におきましては、それを統廃合する

ことによって、その地域に学校を残すというよ

うなそれぞれの狙いがあって行われるみたいで

す。実際統合した場合によく言われるのが、学

力面では、切磋琢磨するような環境を整えたい

とか、残したいというようなこと。また、部活

、動がなかなか思うようにできないということで

統廃合によって部活動の活性化、指導者の確保

をしたいというようなこと。それから、施設を

、 、一体化することによって 新しい施設を設けて

いい環境の中で子供たちを教えたいというよう

な、それぞれの市町村の狙いに基づいて行われ

ているのが現状だと言えます。
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今回串間市がモデル地区というこ○横田委員

、 、 、 、となんですけれど 今後 将来的には 全県下

例えば、中山間地域にはどんどんこういった形

。が広がっていくと考えてよろしいんでしょうか

、○金子学校支援監 現在18校程度あるんですが

これにつきましては、それぞれの市町村の考え

なんですけれど、そういう小中一貫教育のよさ

を、できるだけ多くの学校とか地域にお知らせ

したいということで、そういう関係の会議の開

催と、成果、取り組みをまとめた資料をそれぞ

れの学校に情報提供しております。実際に決定

するのは、市町村教育委員会になると思うんで

すが、そういった今までの実績を活用していた

だくような手だてをとっております。

学校と学校の距離とか、地理的な○横田委員

要因なんかもかなり影響するんじゃないかなと

、 、思いますけれど 固定観念に捉われることなく

可能性があればどんどん広げていっていただけ

るといいなと思います。

スポーツ振興課の378ページなんで○図師委員

すが、真ん中の表にありますが、全国体力・運

動能力・運動習慣等調査で平均値を上回ってい

るものの割合が前年度、27年度と比べると10％

以上下がっているんですが、これは何か原因と

いいますか、見えてきたものはあるんでしょう

か。

ここに書いてあると○古木スポーツ振興課長

おりでございますが、小学校５年生の男子、中

学校２年生の男子の本県の数値で見ますと前年

度を上回ってはいるんですけれども、全国平均

もかなり上がってきておりまして、かつては、

全国平均を90％以上上回っているという状況

だったんですけれども 全国と本県の差が縮まっ、

てきているという状況がございます。本県につ

いても伸びてはいるところでございますが、そ

ういった状況でこういった数値が出てきている

と分析しております。

この年代が ２巡目国体のターゲッ○図師委員 、

トエイジにもなってくるわけでありまして、380

ページの主な事業名が列記してある中で、その

ターゲットエイジの年代がここの対象となって

くるんだとは思うんですが。まずお聞きしたい

のは、宮崎から世界へ挑戦という事業の中で、

今、２期生48名がこういう形で登録といいます

か、育成されていく、これがまた３期、４期と

続くわけなんでしょうが、このオーディション

の中で発掘された子たちが、どういう種目に、

またどういう団体競技にというのは、誰がどの

時点でやっていくものなんですか。

今、１期生が、中学○古木スポーツ振興課長

２年生と小学６年生です。２期生、28年度のこ

の48名が中１と小５なんですが、このプロジェ

クトにつきましては、今のところ、一応中学３

年生をゴールとしております。高校では、県の

強化推進校であるとか、そういったところにつ

なぐということで、今、２期生は、ことしの競

技体験等を10競技やっておりますので、20競技

ほど経験をしています。

本県の場合は、種目適性型というのをとって

おりまして、ほとんどこの子供たちは、現在も

何かしら学校で部活をしております。いろいろ

な競技を体験しながら、中学２年生から３年生

にかけて、どういった種目を今後やっていくの

かを見きわめていくことがこの事業の大きな流

れになっております。随時、中学３年生になる

段階でということで、今の１期生については、

、 、来年の３月 ４月にどういった種目でいくかを

最終面談等をやって確認をしていくんですけれ

ども、随時いろいろな体験をする中で、本人が

やりたいとか、あるいは競技団体がこの子はぜ



- 43 -

平成29年10月４日(水)

ひうちに欲しいというような子については マッ、

チングをさせているという状況です。

現在のところ、１期生も50名ほどいるんです

けれども、今やっている競技以外に興味を持っ

てというような子は、現時点では２名ほどでご

ざいまして、今やっている競技を引き続きやる

子供がやはり多いということで、いろいろな誘

いがある子供たちもいるんですけれども、最終

的には、やはり本人、あるいは保護者の主体性

が一番でありますので、そのあたりのマッチン

グを今後どう進めていくかというのも一つの課

題ではあるんですが、そういった取り組みとい

うことになっております。

最初の質問にもありましたが、宮○図師委員

崎もこういう取り組みなんかで、平均的な底上

げはしているが、ただ、全国もやはり同じよう

な取り組みをされていて、それ以上に全国平均

が上がってきているということで、さらに力を

入れていかなきゃいけないんですが、その力を

入れるためには、やはり次の事業、指導者の養

成というのが不可欠です。この指導者養成総合

事業が ９競技９人しか今年度は派遣研修に行っ、

ていないということなんですが、これは、希望

者がこれしかいなかったのか、また、県が９人

、 。に絞り込んだのか このあたりはいかがですか

まず募集の人員が10○古木スポーツ振興課長

。 、 、名程度でございます これは ３泊４日の県外

あるいは１泊２日を２回ということで組んでお

るんですけれども、基本的には、各競技団体に

募集をかけまして、特に国体等の指導者になり

得る、若手や中堅あたりで非常に有望な方を推

薦していただいて派遣をしている事業でござい

ます。

選手の育成ももちろんですが、こ○図師委員

の指導者の育成、また、県内にもし人材がいな

ければ、県外からでも招聘して指導者に当てて

いくという取り組みも必要かと思いますので、

今は10名程度の枠しかないということなんです

が、今年度とか来年度以降は、この枠はさらに

広げていかれる必要があるというのが実感であ

ります。と申しますのも、国民体育大会の成績

が、やはりここ２年低迷しております。今、ま

さに行われておりますけれども、今年度はどう

いう結果が出るかですが、短期目標ではなく、

２巡目国体に合わせると思えば、やはり、この

指導者というのは、今の段階から各競技、複数

人配置されておって、さらに今度はその指導者

のレベルアップを図るための取り組み、まさに

これがそうなんでしょうけれど、さらに拡大し

ていく必要があろうかと思いますが、今後のビ

ジョンはいかがですか。

競技力向上につきま○古木スポーツ振興課長

しては、選手の強化、それと、指導者の養成、

あと環境の整備が大切だと思いますが、今委員

がおっしゃったように、やはり指導者が、直前

ではなかなか育ちませんので、ここについて、

やはり、まずは確保ということで、教育委員会

も特別選考枠において、昨年度アーチェリーで

。 、１名配置をいたしました そういったところで

本課としても、指導者が県内にいない競技につ

いては県外等にも募集をかけておりますし、指

導者を確保したら今度は育成ということで、こ

の事業もございますし、高校で強化推進校の指

定をしておりますが、その顧問の先生方を集め

ての研修もやっております。そのほか体育協会

、 、でも いろいろな講習をやっているわけですが

いずれにいたしましても、そういった計画的な

育成を見据えながら取り組んでまいりたいと考

えております。

指導者枠をつくられているのはす○図師委員



- 44 -

平成29年10月４日(水)

ばらしいことだと思います。私が思うに、教職

員の方の大量退職という時期がもう既に始まっ

ているんだと思うんですが、これを逆に利用し

てといいますか、私はその指導者枠をさらに拡

大されて、１人２人ではなくて、もう10人、20

人規模で、全国大会の上位３位以内入賞とか、

そういう基準があろうかと思うんですが、その

採用枠を少し広げる形でも、もちろん課長レベ

ルで決められる話じゃないんでしょうが、教育

委員会の中で、ぜひそういうビジョンを持たれ

て、指導者をまず確保しないことには、いい選

手が見つかった アスリートが発掘できたといっ、

ても、それをそのままにしてては、やっぱり伸

び悩みは明らかなわけですから、ぜひそういう

思い切った取り組みを教育委員会全体で取り組

まれたらいいかと思います。

356ページの夢をつなぐ復興支援事○徳重委員

業ということで、本県から派遣された生徒が５

校18人でありますが、これどこの県にどういう

形で派遣されたのか、目的は夢をつなぐ御支援

ということですが、ちょっと中身がわかりにく

いんで、どういう目的と、その結果としてどう

いうものが得られたのか。

この事業は、被災地であ○吉田学校政策課長

る宮城県を訪問しております。本県の農業高校

の生徒が、被災地の支援に取り組む、具体的に

は農業高校で栽培した生産物の配付をするです

とか、農業高校生の学習交流活動をする、さら

にそういった活動を広報するといった活動をし

ております。

成果ですが、被災地の支援を行うことで、宮

城県の高校生を初めとする被災地の方々を勇気

づけられたということ、それから、本県の生徒

にとっては、思いやりの心を育むことができま

した。そして、被災地の方と交流を深めること

で、郷土の復興ですとか、我が国をどうするか

といったことに対して役立つ人材となることへ

の意識づけができた、そんなふうに思っていま

す。また、農業を通した学習ですので、専門性

の高まりにも貢献できたのではないかと考えて

おります。

これ毎年行われているんですか、○徳重委員

それとも、28年度だけなんでしょうか。

、○吉田学校政策課長 震災があった次の年から

昨年度、平成28年度まで、５年間取り組んでお

ります。

５年間にわたってずっとやってこ○徳重委員

られたということですが、仮設住宅へのシクラ

メンの150鉢というのは、わずかな数かなと思う

んです。例えば、宮崎県の生徒の皆さん方と、

宮城県の農業高校の皆さん方と一緒になって行

動するとか、何かしないと、ちょっとわかりに

くい。単独でというか、宮崎県の生徒だけが、

どこにどうしてどんなところに持っていくのか

なと。150鉢といったらそういった話だと思った

もんですから、大体目標というか、どういうと

ころにこれを、行動というのはどういう形をと

られているのかとちょっと教えてください。

震災が起き○飯干教育次長（教育政策担当）

たときには、もっとたくさんの仮設住宅にシク

、 。ラメンを届けており それが３年間続きました

最初３年間の事業だったんですけれども、これ

はやっぱり大事なことだということで、また延

ばして昨年までやったものです。150鉢というの

は、仮設住宅に住んでいる人たちが、もう家に

移られて少なくなったのですが、住んでいる方

々は、これを非常に楽しみにされていたので、

延長して続けてたんですけれども、数が減った

ということで、この５年間、昨年度までという

ことで終わらせていただいた事業であります。
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わかりました。５年たったら少な○徳重委員

くなってきたということで、ずっと継続されて

大変喜ばれたということですが、その宮城県の

農業高校との関係とか、関連してというのは何

もないんですか。

宮城県山元○飯干教育次長（教育政策担当）

町の宮城県農業高等学校と交流をしてまして、

そこでうちの高校生、それと、宮城の農業の高

校生で、学習会とか、被災地の状況の話とかを

していったんですが それも 昨年度までとなっ、 、

ております。

ずっと継続して、そうした農業高○徳重委員

校生同士の交流もなされたと、そのように理解

していいんですね。

高校生との○飯干教育次長（教育政策担当）

交流と被災された仮設住宅の方の訪問がメーン

でありました。

ちょっと決算と離れるかもしれま○横田委員

せんけれど、先日、福岡の高校で、男子生徒が

授業中の男性教師に殴る蹴るの暴行を加えて、

それを見てた生徒も笑ったり、はやしたりした

という動画が流れて、テレビのニュースでも出

たんですけれど。あれは、暴行を受けた教師本

人の意向もあって、警察には被害届けを出さず

に学校内で問題の生徒に指導をすることを決め

たということだったんですが、あれを見て、本

。当に今の先生は大変だなとつくづく思いました

それで、こういう場面に出くわした教師の対

応の仕方というか、マニュアルとか、そういっ

たものは県教育委員会とかにはあるもんなんで

しょうか。

各学校で生徒指導のマ○吉田学校政策課長

ニュアルをつくっておりまして、対教師暴力に

対してどうするかというのは 全ての学校に整っ、

ているとは限らないんですが、やはり、生徒指

導に困難を来すような学校では、そういう対処

が書いて、共通理解が図られてまして、そうい

うときは、もうとにかく多くの教員がかかわり

、 、 、 、合うと そして 制止するとか その後の対応

保護者への対応ですとかも一応とってはいると

ころです。

教師としては何もできないという○横田委員

のが、映像に見えていて、ああいう場面に出く

わした先生たちがやっぱりメンタルダウンとか

につながってしまうのかなと思ったもんですか

ら。現実ああいうのが起こり得ることも考えな

、 、がら マニュアルかどうかわかりませんけれど

やっぱり何らかの対応をする必要があるんじゃ

ないかなと思いました。

それと、話変わって、この前の全国和牛能力

共進会ですけれど、小林秀峰高校と高鍋農業高

校がすばらしい成績を出してくれて本当にうれ

しかったです。テレビとかでも大々的に取り上

げてくれて、県民もすごく応援をしてくれたと

思うんです。県民も喜んでくれたし、生徒も大

きな自信につながったんじゃないかなと思いま

す。

今後の宮崎の畜産にもこれから貢献してくれ

ることを期待したいんですけれど、ただ、生徒

たちに牛の飼い方、養い方を教えるだけでいい

と思うんだったら、それなりの導入価格が余り

高くない牛でもよかったんじゃないかなと思う

んです。でも、本県の、また全国のトッププロ

の農家と渡り合える成績を出せるような素牛を

買ってくれた高校にもすごく拍手を送りたいな

と思います。それなりに導入価格が高かったん

じゃないかなと思うんですけれど、やっぱりそ

ういうことはすごく大事なことじゃないかなと

思います。

今回は畜産だったんですけれど、別に畜産だ
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けではなくって、ほかの例えば工業高校とか商

業高校とかで考えても、同じようなことにつな

がるんじゃないかなと思うんです。ですから、

そういった予算づけには、子供たちの将来のこ

とを考えて積極的にやっていただければうれし

いなと思いました。

ほかにございませんか。○新見主査

文化財課長にお尋ねしたいんですけれども、

成果に関する報告書の384ページですが、ここの

事業の一番上に、めざそう神楽の世界無形文化

遺産等々の事業がありますが、ここに日本芸術

文化振興会というのがあります。国、県、市町

村が何分の一という配分はよく見るんですけれ

ども、この日本芸術文化振興会がいきなりここ

に上がっている理由と、普通、文化芸術団体が

いろんな支援してくれる団体に対して申請して

、 、予算をもらうことはあるんですけれど これは

県が直接この振興会に要望してお金をもらった

ということなんですか。

議員おっしゃるとおり、県○谷口文化財課長

から、この芸術振興会に申請しまして補助金を

いただいております。この芸術文化振興会は、

文化庁が所管する独立行政法人で、伝統芸能の

公演とか、そういった文化振興等、各種芸術団

体の文化活動への補助金を出しているところで

す。神楽でも記録保存とか、後継者育成関係の

事業をやっておりまして、そのあたりが対象に

なるというので、できるだけ経費を多くいただ

きたいということで、毎年申請しているところ

であります。

では、過去にもここから補助金を○新見主査

もらったケースはあるんですか。

神楽に関して、27年度から○谷口文化財課長

申請して補助金をいただいているところであり

ます。

わかりました。同じく385ページで○新見主査

すけれど、中段あたりの宮崎県近代化遺産総合

調査、これは新規事業でもないようですが、毎

年こういった調査をやっていて、これは、何ら

かの成果を得て報告書を作成という形になって

いるんですか。

いろんな文化財がございま○谷口文化財課長

して、近代化遺産につきましては、27年、28年

で文化庁の補助金を２分の１いただいてやって

。 、 、いるところであります また その前の年には

名勝の特別調査を行いまして、今回、鵜戸が名

勝の指定で答申いただきました。そういったい

ろんな種類の文化財において、掘り起こしとか

調査研究、価値づけを行っているところであり

ます。

この報告書については、広く皆さ○新見主査

んに示しておられるんですか。

文化庁の補助金をいただい○谷口文化財課長

ていますことから、300部という規制はあるんで

すけれども、その中で、各県とか市町村、図書

館等に配付しているところであります。

わかりました。○新見主査

ほかにございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○新見主査 ないようですので 以上をもって

教育委員会を終了いたします。

執行部の皆さんお疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時54分休憩

正午再開

分科会を再開いたします。○新見主査

まず、採決についてでありますが、あす10月

５日木曜日の13時に採決を行いたいと思います

が、よろしいでしょうか。
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〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○新見主査

ます。

そのほか何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○新見主査 ないようですので 以上をもって

本日の分科会を終了いたします。

正午散会
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午後０時58分再開

出席委員（６人）

主 査 新 見 昌 安

副 主 査 野 﨑 幸 士

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 横 田 照 夫

委 員 太 田 清 海

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議事課主任主事 井 口 幸 子

分科会を再開いたします。○新見主査

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

議案につきまして、賛否も含め、御意見があれ

ば出していただけますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、本分科会に付託されま○新見主査

した議案の採決を行いますが、よろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、採決につきましては、○新見主査

議案ごとがよろしいでしょうか、一括がよろし

いでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたしま○新見主査

す。

議案第11号につきましては、原案のとおり認

、 、 、定 第12号 第13号及び第14号につきましては

原案のとおり可決及び認定することに御異議あ

りませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます。よって、○新見主査

、 、議案第11号につきましては 原案のとおり認定

第12号、第13号及び第14号につきましては、原

案のとおり可決及び認定すべきものと決定をい

たしました。

次に、主査報告骨子案についてであります。

主査報告の内容として、御要望等はないでしょ

うか。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後１時９分再開

分科会を再開いたします。○新見主査

主査報告につきましては、ただいま出してい

ただきました御意見等も参考にしながら、正副

主査に御一任いただくということで御異議あり

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○新見主査 それでは そのようにいたします

そのほか何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上で分科会○新見主査

を終了いたします。

午後１時９分閉会

平成29年10月５日(木)


